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第１章 指針の背景と目的 

 

１．指針の背景 

 

 企業活動のグローバル化・ボーダーレス化の進展に伴い、我が国企業の国際商

取引は拡大の一途にある。海外市場での商取引の機会の獲得、維持を図るに当た

っては、製品やサービスの価格や質による公正な競争が行われるべきであり、外

国公務員贈賄等による不公正な競争は防止されるべきである。 

 かかる認識は世界的にも共有されており、平成 9 年に OECD（経済協力開発

機構）において採択された「外国公務員贈賄防止条約（「国際商取引における外

国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」1）」の作成につながった。当該条約

に基づき、先進国を中心とした各国の共同歩調の下で、各国が外国公務員贈賄防

止について同等の措置を講じることとなった2。 

○ 条約の主な内容 
 

(1)犯罪の構成要件 

○ある者が故意に、 

○国際商取引において、商取引又は他の不当な利益を取得し又は維持する

ために、 

○外国公務員に対し、 

○当該外国公務員が公務の遂行に関して行動し又は行動を差し控えること

を目的として、 

○当該外国公務員又は第三者のために、金銭上又はその他の不当な利益を

直接に又は仲介者を通じて申し出、約束し又は供与すること 

(2)外国公務員の定義 

○外国（外国の地方公共団体も含む）の立法、行政、司法の職にある者 

○外国の公的機関（公共の利益に関する特定の事務を行うために特別の法

令によって設立された組織）の職員等外国のために公的な任務を遂行す

る者 

 
1 以下「OECD 条約」又は単に「条約」と省略する場合がある。条約及び平成 9 年 11 月に条約と共に採

択された注釈（コメンタリー）に関する情報については、https://www.oecd.org/corruption/oecdantibri

beryconvention.htm（条約及び条約注釈原文）を参照。 

条約本文の日本語訳については、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/jo_shotori_hon.html を参

照。 

2 本条約は、OECD 加盟国以外にも開放されており、令和 5 元年 97 月現在の条約締約国は、OECD 加盟

国 386 ヶ国（オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チリ、チェコ共和国、コロンビア、

コスタリカ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、ア

イスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブ

ルク、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア共

和国、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国）に、アルゼンチン、ブラ

ジル、ブルガリア、コロンビア、コスタリカ、ペルー、ロシア、南アフリカ、ルーマニアの 78 ヶ国を

加えた 454 ヶ国である。 

https://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
https://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/jo_shotori_hon.html


2 

 

○公的な企業の職員等外国のために公的な任務を遂行する者 

○公的国際機関の職員又は事務受託者 

(3)制裁 

○効果的で、均衡がとれたかつ抑止力のある刑罰 

○刑罰の範囲は、自国の公務員に対する贈賄罪と同程度 

○法人も処罰 

○賄賂及び贈賄を通じて得た収益の没収又は同等な効果を有する金銭的制

裁 

○追加的な民事上又は行政上の制裁を科すことも考慮 

(4)裁判権 

○属地主義を原則として裁判権を設定 

○属人主義については、各国の法原則に従って、これを採用すべきか決定 

(5)資金洗浄 

○自国の公務員に関する贈賄又は収賄と同一の条件で資金洗浄に係る法制

を適用 

(6)その他 

○上記以外に、条約の実効性を確保するため、会計、相互援助、犯罪人引

渡し、各国の実施状況のフォローアップ等をあわせて実施。 

 OECD 条約を締結するに当たり、我が国においても、平成 10 年に不正競争防

止法を改正（平成 11 年 2 月施行）し、各国も外国公務員贈賄に対する刑事罰を

導入する3等の対策を講じているところである4。（我が国の対策の詳細について

は、第３章及び第４章参照。） 

 

 その後も昨今、外国公務員贈賄を含む不正・腐敗問題に対する世界的な意識は、

急速な高まりをみせたている。平成 15 年 6 月のエビアン・サミット（「腐敗と

の戦いと透明性の向上:G8 宣言」5）、同年 10 月の APEC 首脳宣言（「未来に向

けたパートナーシップに関するバンコク宣言」6）、平成 16 年 11 月の APEC（「腐

敗との闘い及び透明性確保のためのサンティアゴ・コミットメント」及び「腐敗

との闘い及び透明性確保に関する APEC 行動方針」の承認）、平成 19 年 7 月の

APEC（「APEC 公務員の為の行動規範」及び「反贈賄ビジネス行動規範」の承

認）、平成 22 年 11 月の G20（G20 首脳による「腐敗対策行動計画」の採択7）、

平成 26 年 11 月の APEC 首脳宣言（「腐敗防止に関する北京宣言(附属書 H)」8）

 
3 平成 13 年 6 月には、外国公務員等の定義の明確化等を図るために、平成 16 年 5 月には、外国公務員

贈賄罪に国民の国外犯処罰を導入するため、不正競争防止法を一部改正した。 
4 本指針策定時（平成 16 年）の議論等については、「外国公務員贈賄の効果的な防止のための施策のあり

方について」（平成 16 年 2 月 6 日、産業構造審議会貿易経済協力分科会国際商取引関連企業行動小委員

会。https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/03zowaishoui.pdf）も参照のこと。 

5 宣言の仮訳は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/evian_paris03/fttk_z.html。 

6 宣言の仮訳は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/2003/shuno_sen.htmlhttps://warp.ndl.go.jp/i

nfo:ndljp/pid/11865637/www.mofa.go.jp/MOFAJ/gaiko/apec/2003/shuno_sen.html。 

7「行動計画」の仮訳は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/seoul2010/annex3.html。 

8 宣言の内容は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000059616.pdf。APEC 参加国・地域は、腐敗対策

 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/03zowaishoui.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/summit/evian_paris03/fttk_z.html
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等首脳レベルで作成された文書の中で不正・腐敗問題が明記される等、取組強化

が提言された9ている。また、令和元年 6 月に日本で行われた G20 大阪サミット

の首脳宣言においても、腐敗を防ぐグローバルな努力において先導的な役割を

担うことへのコミットメントも明記された。加えて、国連においても、先進国の

みならず開発途上国も広く参加した形で、国内公務員に関する贈収賄、外国公務

員に対する贈賄等の規制を含む「腐敗の防止に関する国際連合条約」（UNCAC）

の署名式が平成 15 年 12 月に行われ、我が国も署名したところである10。 

 このような環境の変化も踏まえ、広く我が国の関係者に対し、外国公務員等へ

の贈賄問題に対する認識の向上を図る必要性が生じていることから、平成 16 年

5 月に本指針が策定され、ことが、再度求められその後も適時に改訂がなされて

きている。 

 

 

２．指針策定の目的 

 

 外国公務員等に対する贈賄は、外国公務員等が所属する国における贈賄罪に

該当するとともに、我が国不正競争防止法上違反ともなり得る行為である。しか

し、国際商取引を行う企業に対しては、刑事罰の対象であるか否かにかかわらず、

不正・腐敗を招いていると誤解されないような行動をとることが企業統治の面

から必要とされている。 

このような不正・腐敗問題に対応するためには、予防的アプローチが極めて重

要である。不祥事が顕在化した後では、企業イメージに回復しがたい悪影響を及

ぼすことになりかねない。 

 

このような認識の下、本指針は、国際商取引に関連する企業における外国公

務員等に対する贈賄防止のための自主的・予防的アプローチを支援することを

目的として策定されしたものである。具体的には、外国公務員贈賄防止対策を講

じるに当たっての参考となる情報を提供している。このような情報提供を通じ、

企業にとっては外国公務員贈賄罪に関する理解の向上や予見可能性の向上に資

するものと思われる。 

 
への実際的な協力を強化することを決意し、APEC 腐敗防止 ・法執行機関ネットワーク（ACT-NET） 

などの腐敗対策メカニズム及びプラットフォームの利用を通じて、腐敗公務員の本国送還や引渡し、並

びに、汚職による収益の没収及び回収に関する協力及び調整を強化することをコミットすることとし

た。 
9 外国公務員贈賄を含む腐敗問題への取り組みに関する国際動向は、第４章３．（３）を参照。 
10 我が国では、2017 年に条約を実施する国内法が国会で可決成立し、同年に本条約を締結。腐敗防止の

ための締約国間の協力を促進し、条約実施のためのレビュープロセスのあり方等について検討するた

め、2 年ごとに締約国会議を開催。https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/inde

x.html 

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/country-profile/index.html
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各企業においては、本指針を参考としつつ、既存の対策を見直し新たな対策を

導入することや、企業内の国際商取引に関連する部署への普及・教育活動を行う

等具体的な行動につなげていくことが、強く期待される。 

 

 

 

３．指針の構成及び留意事項 

 

 本指針においては、第２章において各企業が目指すべき外国公務員贈賄防止

体制を提示する。次に、各企業が提示された具体的防止策を円滑に構築できるよ

う、第３章において不正競争防止法による処罰対象範囲、第４章において国内外

の関連事項について基礎情報を提供している。 

 

なお、本指針で言及する企業の内部統制の在り方は、本指針を策定・改訂した

時点での現状を分析した結果に基づくものである。企業に求められる内部統制

の水準は、経済社会の環境変化に応じた流動的なものであり、発展を続けていく

ものである。各企業は、この点に留意して対策を継続的に見直す必要がある。 

 

また、不正競争防止法の外国公務員贈賄罪については、現時点では適用事例は

少なく、その詳細は、今後の更なる判例の積み重ねを待たねばならない。このた

め、指針で記載する法の解釈等の内容は、現時点の判断に基づいたものである点

に留意ありたい。
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第２章 企業における外国公務員贈賄防止体制について 

 

 本章においては、個々の企業レベル及び企業グループにおける外国公務員贈

賄防止対策の実効性を高め、内部統制システム11の一環として、外国公務員贈賄

防止のための体制（以下、「防止体制」と言う。）の有効性の向上を図るための参

考となる方策等を例示する12。 

 

 

１．基本的考え方 

 

（１）背景 

 消費者意識の向上や事業の国際化等により、企業の社会的責任は増大して

おり、法令遵守の確保、業務の効率化等の観点から、企業において各種の内部

統制の取組が積極的に行われている。 

このような内部統制に関する取組は、外国公務員贈賄防止にあたっても極

めて有効である。平成 15 年 6 月のエビアン・サミットでは、外国公務員贈賄

に関し、政府が民間企業のコンプライアンス・プログラムを策定することを勧

奨すべきということで一致し13、さらに、平成 19 年 9 月の APEC 閣僚会議に

おいて「APEC 反贈賄ビジネス行動規範」14が採択されたこと、平成 21 年 11

月に採択された OECD 理事会勧告「さらなる贈賄防止に向けた勧告」の附属

書Ⅱに「内部統制、企業倫理及び法令遵守に関するグッド・プラクティス・ガ

イダンス」15が掲載されたことも、この点を明確に裏付けている。 

 
11 本指針において、「内部統制システム」は、会社法第 362 条第 4 項第 6 号、第 399 条の 13 第 1 項第 1

号ロ及びハ又は第 416 条第 1 項第 1 号ロ及びホ並びに会社法施行規則第 100 条、第 110 条の 4 又は第

112 条にそれぞれ規定される、情報保存管理体制やリスク管理体制等の各体制の総称、すなわち「業務

の適正を確保するための体制」をいうものとして用いる。 

12 なお、本章で例示する方策は、法令上の義務を示すものではなく、一律に全ての取組を要請するもの

ではない。しかしながら、各企業においては、例示された内容を参考としつつ、防止体制の構築・運用

が適切に行われるよう、早急に検討を開始し、対応を行うことが期待される。 
13 腐敗との戦いと透明性の向上に関する G8 宣言では、「2.我々は、贈収賄対策のための法律の実施を強

化し、民間セクターが関連する遵守計画(related compliance programs)を策定することを奨励する。

我々は、･･･2.2 民間セクターが、外国人との間での贈収賄を処罰するための国内法に関して、企業遵守

プログラム(corporate compliance programs)を策定し、実施し及び強化することを要請する。」ことと

された。 

14 APEC 閣僚会議共同声明の骨子は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/2007/kaku_ksk.html。

当該規範の内容は、https://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Techni

cal-Cooperation/Task-Groups/~/media/Files/Groups/ACT/07_act_codebrochure.ashxhttps://www.ape

c.org/publications/2007/09/apec-anticorruption-code-of-conduct-for-business-september-2007。 

15 30 頁目から 32 頁目にかけて、同ガイダンスが記載されている。https://www.oecd.org/daf/anti-briber

y/ConvCombatBribery_ENG.pdf 同ガイダンスを含む OECD 理事会勧告「さらなる贈賄防止に向けた

勧告」は 2021 年に改訂。https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378 
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（２）外国公務員贈賄防止体制を構築・運用する必要性 

外国公務員贈賄罪に対する捜査体制は、我が国においても強化されている
16。また、海外、特に、米国や英国においては多数の摘発が行われており、中

には、我が国企業を処罰対象とした事例や、1 千億円を超える制裁金が科され

た事例も見られる。 

さらに、実際に企業が外国公務員贈賄罪に問われた場合には、刑事罰以外に、

取引先との取引停止やブランド価値の毀損など非常に大きな損失が生じる17。 

 

外国公務員贈賄は、海外企業にのみ関係のあるリスクではない。日本企業が

海外で事業を行う上で、まさに現に直面している重大なリスクであることを

再確認する必要がある。 

 

 我が国判例上、取締役は、善管注意義務の内容として、企業において通常想

定しうる不正行為については、それを回避するための内部統制システムを構

築する必要があるとされていることを踏まえると18、このような外国公務員贈

賄リスク（以下、「贈賄リスク」と言う。）が通常想定される事業を実施する企

業は、内外の関係法令を遵守し、企業価値を守るために必要な防止体制を構築

する必要があるものと考えられる。 

 

また、内部統制システムの一つとして位置づけられる防止体制の構築は、刑

事罰（法人両罰規定）の適用においても考慮されることが期待される。すなわ

ち、判例上、法人が処罰される根拠は、法人の行為者たる従業者の選任・監督

その他違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった過失の存在を

推定し、その注意を尽くしたことの証明がない限り事業主も刑事責任を免れ

ないとすること19「事業主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止す

 
16 警察では、各都道府県警察に外国公務員贈賄対策担当者を置き、また、検察では、各特別捜査部に担

当検察官を置いた。 
17 例えば、国際金融機関からの取引停止、世界銀行等国際開発金融機関による排除リストへの掲載、貿

易保険の引受拒絶等の制裁を受ける可能性がある。詳細は、第４章２．を参照。 

18 日本システム技術事件最高裁判決（最一判平成 21 年 7 月 9 日判時 2055-147）は、代表取締役が被告

となった事案であるところ、当該代表取締役の会社法第 350 条に基づく損害賠償責任の有無について、

通常想定される不正行為を防止し得る程度の管理体制は整えていたものということができること、当該

不正行為が通常容易に想定し難い方法によるものであったということができること、当該代表取締役に

おいて当該不正行為の発生を予見すべきであったという特段の事情も見当たらないことなどの事情の下

では、当該代表取締役は当該不正行為を防止するためのリスク管理体制を構築すべき義務に違反した過

失があるということはできないと判示した。 

19 最高裁は、「事業主が人である場合の両罰規定については、その代理人、使用人その他の従業者の違反

行為に対し、事業主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなか

った過失の存在を推定したものであって、事業主において右に関する注意を尽くしたことの証明がなさ

れない限り、事業主もまた刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とすることは、すでに当該裁判
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るために必要な注意を尽さなかった過失の存在を推定したもの」（いわゆる過

失推定説20）にあるとされるため、防止体制の構築は当該注意を尽くしたこと

の一つの根拠になり得ると考えられることによる。 

 

このように、取締役の会社法上の責任であれ（民事責任）、法人両罰規定適

用であれ（刑事責任）、従業員が贈賄行為を行った場合に結果責任を問われる

性格のものではない。 

 

（３）本指針における内部統制の考え方 

 企業における内部統制の在り方については、国内外で様々な取り組みが行

われているところである21。また特に、平成 26 年の会社法改正において、従

来会社法施行規則において規定されていた株式会社及びその子会社から成る

企業集団の内部統制システムの整備についての規定がを法律に格上げされし、

また、内部統制システムの運用状況の概要についても事業報告の対象とされ

たしたことが特筆される。 

 

 本章で述べる内部統制の在り方については、各方面で行われている既存の

成果も参考に、これらを尊重しつつ、外国公務員贈賄防止の視点に特化して、

防止体制の構築・運用にあたり留意すべき内容を例示したものである。 

 

（４）防止体制の構築及び運用にあたっての視点 

 防止体制の構築及び運用にあたって、特に重要な視点としては、①経営トッ

プの姿勢・メッセージの重要性、②リスクベース・アプローチ、及び③贈賄リ

スクを踏まえた子会社22における対応の必要性が挙げられる。 

 

①経営トップの姿勢・メッセージの重要性 

過去の国内外の処罰事例では、現場の従業員が賄賂は会社のためになると

 
所屡次の判例・・・の説示するところであり、右法意は、本件のように事業主が法人（株式会社）で、

行為者がその代表者でない、従業者である場合にも、当然推及されるべきである」と判示した（最判昭

和 40年 3月 26 日刑集 19巻 2号 83 頁（外為法違反事件））。 
20 この点については、「無過失免責が肯定されるためには、一般的、抽象的な注意を与えたのでは足り

ず、積極的、具体的に違反防止のための指示を与え、違反防止に努めたことが要求されているが（たと

えば、東京高判昭和 48・2・19 判タ 302 号 310 頁参照）る、。その結果として、厳格な責任が追及さ

れ、事実上免責が困難になっていることが重要である。」（山口厚「刑法総論［第 3 二版］」41、42 頁、

有斐閣、201607 年）との指摘がなされていることに留意すべきである。 
21 その一つとして、経済産業省の「リスク管理・内部統制に関する研究会」があげられる。本研究会

は、平成 15 年 6 月に企業や産業界の取組を支援するため、「リスク新時代の内部統制～リスクマネジメ

ントと一体となって機能する内部統制の指針～」を策定し、公表した。本文及び概要は、https://warp.

da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1368617/www.meti.go.jp/kohosys/press/0004205/index.html。 

22 本指針において、「子会社」は、会社法の実質的支配基準に則り、いわゆる孫会社や曾孫会社も含めた

概念として用いる。なお、会社法上の子会社の定義については、会社法第 2 条第 3 号、会社法施行規則

第 2 条第 1 項、第 3 条第 1 項、第 3 項参照。 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1368617/www.meti.go.jp/kohosys/press/0004205/index.html
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1368617/www.meti.go.jp/kohosys/press/0004205/index.html
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して「正当化」することが見られるが、経営トップのみがそのような誤った

認識を断ち切ることができるため、経営トップは、以下の点ことを全従業員

に対して明確に、繰り返し様々な手段23で示すことが効果的である。 

○ 利益獲得のために不正な手段を取ることなく、迷わず法令遵守を貫くこ

とが中長期的な企業の利益にもつながること 

○ 従業員は不正な手段を利用して獲得した利益は評価されず、厳正に処分

されること 

○ 過去に法令遵守を軽視する企業文化があったとしても、そのような「旧

弊」は断ち切らなければいけないこと 

 

②リスクベース・アプローチ 

企業が直面する贈賄リスクの全てに対し、一律の防止体制を構築・運用す

るのではなく、各事業部門・拠点における贈賄リスクの程度に応じた対策を

講じることが効果的である24。贈賄リスクが高い事業部門・拠点や業務行為に

ついては、高リスク行為に対する承認ルールの制定・実施、従業員に対する

教育活動や内部監査といった対策を重点的に※実施してリスク低減を図り、

他方、リスクが低い事業部門等については、より簡素化された措置が許容さ

れる。 

※注 例えば、リスクが高くなるにつれ、より上位の者を承認者としたり、

教育、監査といった対策を高い頻度で行ったり、幅広い内容で行った

りすることが考えられる。 

 

リスクベース・アプローチの実施にあたっては、各企業における事業活動

の規模・内容、現地の事業環境、商習慣等の個別の事情を踏まえた贈賄リス

クの特定・評価を行う必要がある。例えば以下を実施し、残存する贈賄リス

クに対する対策が、既存の防止体制25では不十分であると判断されたものに

対しては、防止体制の更なる強化や事業内容の変更等を検討する。この贈賄

リスクの高低については、進出国の贈賄リスク、事業分野の贈賄リスク及び

賄賂提供に利用されやすい行為類型に着目し、これらを総合勘案して判断す

ることが基本となる。 

 

○ 贈賄リスクの特定にあたっては、進出国の贈収賄罪に関する法令や贈

 
23  ビデオメッセージ、文書の配布、電子メールの活用や、海外の事業部門・拠点の従業員に対して

は、現地語に翻訳したメッセージを用意することも考えられる。また、経営トップのみならず、現場の従

業員により近い、各事業部門や拠点などのコンプライアンス責任者が、経営者と目線を揃えた同趣旨のメ

ッセージを重ねて発出することが、全従業員への経営トップのメッセージの浸透を図る上で効果的であ

る。 
24 国際機関・海外当局発行のガイドライン等においても、贈賄リスクの程度に応じた措置をとることを

推奨している。国際機関・海外当局発行のガイドラインについては、第４章４．（３）を参照。 
25 具体的な防止体制の構築については、次節「２．企業が目標とすべき防止体制の在り方」を参照。 



9 

 

収賄の実態を含め、社内外から十分な情報を収集する。外国の法令や

慣習の情報収集を個々の企業が行うことが困難な場合には、各国の事

情に詳しい現地の商工会議所を活用することや、進出先国毎に企業が

参集して、研究を行い、情報を収集・整理することも考えられる。ま

た、社内での情報収集にあたっては、海外の事業部門・拠点の従業員

に対するヒアリングやアンケート調査による情報収集を行うことが考

えられる。 

○ 特定された贈賄リスクの高低の評価にあたっては、各贈賄リスクの顕

在化の可能性や顕在化した際の影響度をもとに判断を行う。 

○ 贈賄リスクの評価結果を適切に記録し、企業の事業活動やビジネス環

境の変化、防止体制に対する監査結果等を踏まえて、評価結果を定期

的に見直し、防止体制の改善を図る。 

 

また、一般的に考慮すべきと考えられる贈賄リスクとしては、以下が考え

られる。 

 

（ⅰ）進出国 

国別の贈賄リスクについては、例えば、世界銀行グループが公表する

世界ガバナンス指標（The Worldwide Governance Indicators）26や、国

際 NGO であるトランスペアレンシー・インターナショナルが公表する

腐敗認識指数（Corruption Perceptions Index）27が参考となる。 

  

進出国については、一般的に、アジア、中東、アフリカ、南米等は贈賄

リスクが高いと考えられる28,29。 

 

 

（ⅱ）事業分野 

 

 
26 世界ガバナンス指数 https://info.worldbank.org/governance/wgi/ 
27 腐敗認識指数 https://www.transparency.org/research/cpi/ 
28 国別の贈賄リスクの評価については、例えば、世界銀行グループが毎年発行している、Doing 

Business Report（https://www.doingbusiness.org/reports）や世界ガバナンス指数（The Worldwide 

Governance Indicators。https://info.worldbank.org/governance/wgi/）、また、NGO・Transparency 

International の腐敗認識指数（https://www.transparency.org/research/cpi/）等を用いることが考えら

れる。 

29 他方で、1999 年 2 月から 2014 年 6 月までの間に OECD 外国公務員贈賄防止条約加盟国で起きた 42

7 件の事件を分析した、2014 年 OECD 贈賄レポートは、調査対象のうち 3 分の 2 の事件は、いわゆる

先進国等の公務員に支払われていたこと（同加盟国 41 カ国のうち、24 カ国、G20 加盟国 19 カ国のう

ち 15 カ国の公務員が収賄されていたこと）が判明したと報告する。これを受けて、グリア事務総長

は、腐敗は途上国で起こっているという神話は覆されたと述べた。https://www.oecd.org/corruption/oec

d-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm 

https://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm
https://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-report-9789264226616-en.htm
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また、事業分野については、その事業の実施に現地政府の多数の許認

可を必要とする状況が認められる場合、又は、外国政府や国有企業との

取引が多い場合など外国公務員等と密接な関係を生じやすい性格を持

つ場合には、一般的に、贈賄リスクが高いものと考えられる。 

 

（ⅲ）第三者との関係30 

行為類型については、 

（ⅰ）現地政府からの許認可の取得・受注や国有企業との取引などに

関して助言や交渉を行う事業者（エージェント、コンサルタント等）を

利用する場合やの起用・更新、ジョイントベンチャー、コンソーシアム

を組成する場合は、第三者によって贈賄が行われるリスクが生じると

考えられる。 

こうした第三者による贈賄行為であっても、当該第三者を起用した

企業に対して刑事罰が科される可能性がある31。 

 

（ⅱ）高リスクと考えられる国・事業分野におけるジョイントベンチャー

組成の際の相手先の選定や、高リスクと考えられる国・事業分野に

おける SPC の利用、 

（ⅲ）高リスクと考えられる国・事業分野において当該国の政府関連事業

実績の多い企業に対する M&A（株式の取得等）、 

（ⅳ）受注金額や契約形式等から勘案して贈賄リスクが高いと考えられ

る公共調達への参加、 

（ⅴ）外国公務員等に対する直接、間接の支払を伴う社交行為 

などが高リスクであると考えられる。 

 

リスクベース・アプローチによる対策を適切に行う前提として、外国の法

律等（贈収賄罪に関する法令・運用を含む。）についても十分に情報を収集

し、適切な対応を講じるよう努め32、また、新たに国際商取引を開始する国

に関しては、可能な限り事前情報を入手する必要がある。 

 

③贈賄リスクを踏まえた子会社における対応の必要性 

仮に海外子会社を含む子会社が国内外の関係法令に基づき外国公務員贈

 
30 2014 年 OECD 贈賄レポート（脚注 28 参照 https://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-bribery-re

port-9789264226616-en.htm）では、贈賄事案のうちの 75％で仲介者(intermediary)を通じて賄賂が支

払われたことが指摘されている（8、9 頁）。 
31 法人に対する処罰については、第３章３．（２）及び（４）を参照。 

32 このような外国の法令や慣習の情報の収集及び整理について、個々の企業レベルで行うことが困難な

場合には、各国の事情に詳しい現地の商工会議所を活用する等進出先国毎に企業が参集して、研究を行

い、情報を整理する方法も考えられる。 
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賄罪で処罰される場合には、親会社も、その資産である子会社株式の価値だ

けでなく、親会社自身の信用も毀損され、ブランド力や信頼度の低下を通じ

て企業グループの企業価値の毀損につながることも多く33、さらには、親会

社自身に対して刑事罰が科される34※といった形で大きな損失を受ける可能

性がある。 

したがって、親会社は、企業集団に属する子会社において、リスクの程度

を踏まえた防止体制が適切に構築され、また、運用されることを確保する必

要がある35。 

※注 実際の贈賄行為は海外現地法人で行われることが多いものの、贈賄行

為に親会社の従業員・役員等が関与した場合には、当該従業員等が共

犯としての責任を問われる可能性があるが、それに加えて、前述（２）

のとおり、法人としての親会社もまた、法人両罰規定により処罰対象

となる可能性がある。 

 

（５）その他の留意事項 

 防止体制が有効に機能しているか否かの判断は、単に体制が存在している

というだけでなく、その運用状況やその評価が重要となる点を忘れてはなら

ない。 

 また、防止体制を含め、一般に、企業に求められる内部統制システムの整備・

運用状況は、企業規模・業種、経済的・社会的環境や時代背景等により評価が

異なるものであり、画一的な水準を設定することには困難さを伴う。このため、

企業は、自らが構築し、運用している防止体制の水準が、現状において十分な

ものとなっているか否かについて、国内外の同業他社の水準や、国際機関・海

外当局発行のガイドライン36等をも参考にしつつ、常に検討し改善するよう不

断の努力が求められる。 

 

 

 
33 経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」（2019 年 6 月 28 日策定）、4.1 参

照。 

34 法人に対する処罰については、第３章３．（２）及び（４）を参照。 
35 親会社が、子会社における防止体制の構築・運用の推進をする法的手段を確保する必要がある場合に

は、親会社が株主権に基づいて、子会社役員を選解任するといった方法のほかにも、親子会社間で契約

を締結するといった方法も考えられる。 

36 ガイドラインについては、第４章３．（３）を参照。例えば、米国 Foreign Corrupt Practices Act

（以下、「米国 FCPA」と言う。）の解釈等を示したリソースガイド（https://www.justice.gov/criminal-f

raud/file/1292051/download）や英国 Bribery Act 2010（以下、「英国 UKBA」と言う。）の解釈等を

示したガイダンス（https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf）

が公表されている。 
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２．企業が目標とすべき防止体制の在り方37 

 

外国公務員贈賄を防止するため、国際商取引を行う各企業が目標とすべき防

止体制の在り方を以下に例示する38。この例示は法令上の義務を示すものではな

いが、各企業においては、例示された内容を参考とし、防止体制の構築・運用が

適切に行われるよう、早急に検討を開始し、対応を行うことが期待される。 

 

 なお、各企業における具体的な防止体制の構築・運用の内容については、その

事業実態に応じたリスクの大小や見込まれる効果を踏まえた、役員等の広い裁

量に委ねられる。 

その際、企業内で不足することが多い経験・ノウハウを、適切な範囲での外部

専門家の活用によって補完することによって、客観的にも実効性の高いシステ

ムが構築・運用されることが期待される。ただし、企業が主体的に実効性の高い

システムを構築し、運用することが目的であって、それは、社内規程類の整備、

窓口の設置といった外形の充実や専門家への「丸投げ」によって達成されるもの

ではないことに留意する必要がある。 

 

以下の例示を参考として、各事業部門、各拠点や各業務行為におけるリスクに

応じて強弱を付けた対策が期待される。これらの取り組みによって、国内外の法

令によって企業が処罰され企業価値が大きく毀損されるような可能性は、相当

に小さくなることが期待される。 

 

（１）防止体制の基本的内容 

企業の規模・事業形態等によって具体的内容は大きく異なりうるものの、一

般的には、以下の 6 項目が防止体制として望ましい要素であると考えられる
39。 

なお、各企業に適した具体的な防止体制の構築にあたっては、COSO（米国

 
37 なお、防止体制のうち、各個別企業の有事における対応の在り方については、後記４．に記載。 

38 例示する内部統制は、「方針等の策定(plan)」、「具体的な対策の実施(do)」、「対策の実施状況や管理状

況の監査(check)」、「監査を踏まえた方針等の見直し(act)」の流れに沿っている。このような管理方法

は、継続的な管理の改善に資することから、国際標準化機構(ISO)においても標準的に用いられている管

理手法であり、既にとり入れている企業も多い。 

39 米国 FCPA リソースガイド上に効果的なコンプライアンス・プログラムの特徴として挙げられている

ものは、幹部の取組姿勢及び明確な腐敗禁止指針、行動規範及びコンプライアンス方針、監査・自律性

及びリソース、リスク評価、研修及び助言の継続、インセンティブ及び懲戒処分、デュー・デリジェン

ス、内部通報及び社内調査、定期的な改善等。https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/do

wnload 
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トレッドウェイ委員会支援組織委員会）フレームワーク40も一つの手がかりと

なる。 

 

○ －基本方針41の策定・公表（下記（２）） 

○ －社内規程の策定（社内手続・判断基準、人事制度、スモール・ファ

シリテーション・ペイメントの取扱い社交行為や代理店の起用など高

リスク行為に関する承認ルールや、懲戒・問責処分に関するルール等）

（下記（３）） 

○ －組織体制の整備（下記（４）及び後節４．） 

○ －社内における教育活動の実施（下記（５）） 

○ －監査等（下記（６）） 

○ －経営者等による見直し（下記（７）） 

 

（２）基本方針の策定・公表 

 国内外の法令違反となる外国公務員贈賄行為を未然に防止するため、以下

の要素が盛り込まれた基本方針を策定すること。この際、企業集団共通のポ

リシーを明文化することで、子会社の現場の従業員に対してもアカウンタビ

リティーを果たすことが望ましい42。 

 なお、基本方針や社内規程は、外国公務員贈賄防止を支える企業倫理とと

もに社内で共有化され、徹底が図られることが重要である。このような観点

から、経営者のみならず、現場の従業員により近い、各事業部門や拠点などの

コンプライアンス責任者43が、経営者と目線を揃えた同趣旨のメッセージを重

ねて発出することも効果的である。 

また、策定された基本方針を、社内及び社外に対し公表し贈賄防止に向けた

企業意思を発信すること、そして、国内外の外国人従業員への周知のみなら

ず、外国政府や、外国投資家、商取引相手の理解を求める等の場面でも活用で

きるよう、必要に応じ翻訳しておくことも望ましい。 

 

○ （前節１．（４）①のとおり）「目先の利益よりも法令遵守」という経

営者の基本姿勢。 

○ 外国公務員等に対し、当該国の贈賄罪又は不正競争防止法（あるいは、

 
40 平成 4 年に、内部統制の整備、構築及び有効性の評価の指針として公表された。その後、ビジネスや

事業運営に係る環境の変化の反映、業務や報告目的の拡大等に対応して、「財務報告」を「報告」と再

定義し、財務情報の開示のみならず、非財務に関する報告目的、業務目的、コンプライアンス目的の実

務に広く有効に適用できるよう、平成 25 年に改訂された。 
41 ポリシーや行動規範、コンプライアンス方針と呼ばれているものを指す。 

42 経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」（2019 年 6 月 28 日策定）、2.3.3

参照。 
43 コンプライアンス責任者の定義については、後記（４）①参照。 
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米国、英国など第三国の適用法令）の外国公務員贈賄罪に該当するよう

な贈賄行為を行わないこと。 

○ 贈賄防止に向けた社内体制の構築や当該社内体制に基づく取組 

 

（３）社内規程の策定 

高リスクの業務行為について、当該企業における慎重な考慮を担保するた

め、以下の要素が盛り込まれた社内規程を策定すること。 

 

①社内手続・判断基準 

  

外国公務員等との接点44が生じる場面を整理した上で、各場面における社

内手続45判断基準等をマニュアル化すること。マニュアル作成にあたっては、

外国公務員等との接点が、海外のみならず国内においても生じうることに

留意する。、近年、企業による直接的な贈賄リスクに加えまた、エージェン

ト等の第三者を介して通じた賄賂が支払われる可能性を踏まえた手続規程

を整備することが望ましい間接的な贈賄リスクが増していることに留意す

ること。 

社内規程においては特に、リスクベース・アプローチに基づき、以下の高

リスクの行為については、承認要件、決裁手続、記録方法、事後検証手続等

に関するルールを制定することが望ましい。特に、リスクベース・アプロー

チに基づき、高リスクと評価された事業部門・拠点の業務内容については、

贈賄リスクの高さに応じて、より上位の者を承認者とすることが考えられ

る。 

 

社内規程の策定にあたっては、以下の行為に対するルールを制定するこ

とが望ましい。 

 

（ⅰ）社交外国公務員等との会食や視察のための旅費負担といった外

国公務員等に対する利益の供与と解される可能性がある行為46 

○    －行為類型毎に承認要件、承認手続、記録、事後検証

 
44  外国公務員等との接点には、送迎、飲食、視察旅行、ゴルフ・遊技、贈答、子弟等関係者の雇用、講

演等が含まれる。 
45 社内手続には、コンプライアンス責任者等権限ある者（経営層や法務部・経理部等の然るべき部署を

含む）への事前照会を行うこと、現地子会社から本社の相談窓口や通報窓口へ通知すること等が含まれ

る。また、判断基準については、各国の法令や社会通念上の範囲内で、外国公務員等に贈物を渡す場合

（冠婚葬祭等）や接待の金額や頻度についてあらかじめ定めておくこと、国際商取引に関する商談時期

により接待の制約を設けておくこと、外国公務員等本人のみならず家族や family 企業に関する考え方を

明確にしておくこと等が想定される。 

46 社交行為については、第３章１．（２）③も参照。 
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手続を内容とする社内規程を策定（具体的な承認手続につい

ては、当該行為のリスクに応じて上位の者が決裁することと

する）。各国の法令や社会通念上の範囲内で、外国公務員等

に贈物を渡す場合（冠婚葬祭等）や接待の金額や頻度につい

てあらかじめ定めておくこと、国際商取引に関する商談時期

により接待の制約を設けておくこと、外国公務員等本人のみ

ならず、その家族やファミリー企業（本人やその親族が支配

又は経営する企業等）に関する考え方を明確にしておくこと

等が想定される。 

○ －なお、外国公務員等に対する支払行為を詳細に記録化して

いることが対外的に公表・周知されると、賄賂を要求する外

国公務員等への牽制効果を期待することが可能となる。 

 

（ⅱ）スモール・ファシリテーション・ペイメントの取扱い 

○ スモール・ファシリテーション・ペイメント（Small 

Facilitation Payments: SFP）47については、2009 年に採択

された OECD 理事会勧告で指摘される SFP の「持続可能

な経済開発及び法の支配に対する腐食的影響」に鑑みて、そ

のような支払自体が「営業上の不正の利益を得るため」の利

益供与に該当し得ることから、SFP を原則禁止とする旨社

 
47 スモール・ファシリテーション・ペイメントについては一義的な定義があるものではないが、例え

ば、通常の行政サービスに係る手続の円滑化のための少額の支払いとされることがある。条約のコメン

タリー9 において、SFP は、『「商取引又はその他の不正な利益を得る又は維持する」ための支払には

相当せず、したがって犯罪とはならない』とされている。 当該コメンタリー9 の記載に鑑みて、SFP は

不正競争防止法第 18 条に規定される「営業上の不正の利益を得るため」の利益供与には該当せず、不

正競争防止法第 18 条違反とはならないと解され得る。当該スモール・ファシリテーション・ペイメン

トが不正競争防止法に違反するか否かについては、「営業上の不正の利益を得る」目的の有無によって

判断される。なお、外国公務員等の国の判例法や成文の法令において認められ又は要求されていた利益

については、23, 24 頁に記載のとおり不正競争防止法第 18 条違反とはならない。 

 しかしながら、条約及びそのコメンタリーにおいて、SFP が具体的にどのような支払いであるのかは規

定されておらず、また、我が国の不正競争防止法において SFP に関する規定は置かれていない。したが

って、SFP に該当するか否かではなく、外国公務員等に対する利益供与が「営業上の不正の利益を得る

ため」に該当すると裁判所が判断した場合には、不正競争防止法第 18 条違反となり得る。 

SFP ファシリテーション・ペイメントに関する諸外国の取扱いに関し、米国 FCPA では、我が国とは

異なり、外国公務員等による裁量のない決まりきった業務（routine governmental action）に関して行

われる円滑化のための支払い(ファシリテーション・ペイメント)が法律上除外とされているが、当該支

払いに該当するか否かは金額ではなく、個々の支払い行為の「目的」等の実質的な要素に基づき判断さ

れる（15 U.S.C. §§ 78dd-1 (b), 78dd-2 (b), 78dd-3 (b); FCPA リソースガイド 25、26 頁参照 https:

//www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download）。 

また、英国 UKBA では、英国検察当局が発行するガイダンス（”Bribery Act 2010: Joint Prosecution 

Guidance of The Director of the Serious Fraud Office and The Director of Public Prosecutions”）で、

ファシリテーション・ペイメント（FP）に関して訴追するか否かの検察当局の考慮要素が示されている

ものの、我が国と同様、ファシリテーション・ペイメント（FP）に関する条文上の例外規定は存在しな

い（https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/bribery-act-2010-joint-prosecution-guidance-director-

serious-fraud-office-and）。 

https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download
https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/bribery-act-2010-joint-prosecution-guidance-director-serious-fraud-office-and
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/bribery-act-2010-joint-prosecution-guidance-director-serious-fraud-office-and
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内規程に明記することが望ましい48。 

 

（ⅱⅲ）エージェント等の第三者の利用前節１．（４）②に記載した高

リスクな行為類型49 

○    －エージェント等の第三者と契約を締結する前の確

認手続（表明保証及び誓約宣誓、デュー・デリジェンス（以

下、「DD」という。））及び契約期間中等の手続（監査、

資料要求、無催告解除や支払停止）を定めること。 

－例えば、エージェント等を起用するにあたり、以下のようなこ

とが考えられる※。 

○ DD においては、エージェント等の第三者の所在国/取引が

行われる国、取引における外国公務員等との接点や関係性、

エージェント等の第三者の贈賄防止に係る社内規定の整備

及び遵守状況、過去及び現在の贈賄リスク、政府機関等との

取引における支出等を調査項目として実施すること。 

○ 契約条項には、例えば、以下の条項を織り込むこと。 

‒ エージェント等の第三者による贈収賄に関する法令遵

守等に関するの表明保証・誓約、 

‒ エージェント等の第三者に対する調査・監査権限 

‒ 公務員との接触や、贈賄要求等の一定の事象が生じた

場合の報告義務、 

‒ 請求書等の資料・情報提供義務、取引等の記録保存義務、

表明保証違反・誓約条項違反が認められた場合の解除

権・損害賠償請求権等の条項を織り込むこと。 

○ 委託業務を明確化した上で、委託する業務の内容に比して支

払う金額が合理的な金額であることを確認すること。 

  

※M&A の際における留意点は、後述の 18 頁参照。 

 

②人事制度 

贈賄行為又は社内規程違反行為を行った従業員に対しては、人事上の制裁

 
48 子会社の防止体制の構築・運用においては「３．子会社の防止体制に対する親会社の支援・指導の在

り方」を参照すること。 
49 なお、高リスク国・地域で有能かつ贈賄行為を行わないエージェント代理業者等を活用することは企

業の競争力につながることも踏まえて、そのようなエージェント代理業者を選定発見し、育成すること

が望ましい。また、エージェント代理業者の起用・契約更新にあたっては、代理業者の起用・契約更新

の理由（必要性）、当該代理業者の資質・適性、報酬の妥当性等について十分検討したことを記録に残

しておくことが望ましい。 
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が課される旨を明確にすること50。既に、就業規則や決裁規程、稟議規程など関

連社内規程が存在する場合には、外国公務員等への支払行為や外国公務員等と

の取引についても適用されることが明らかとなるよう、贈賄行為を対象として

明記することが考えられる。 

 また、社内規程を遵守した従業員を人事評価において積極的に評価すること

も考えられる。 

 

スモール・ファシリテーション・ペイメント（Small Facilitation Payments: SFP）
51は、そのような支払自体が「営業上の不正の利益を得るため」の利益供与に該

当し得ることから、SFP を原則禁止とする旨社内規定に明記することが望まし

い52。 

 

（４）組織体制の整備 

社内の役割分担、関係者の権限及び責任が明確となるよう、企業規模等に応

じた内部統制に関する組織体制を整備すること。その際には、特に以下の点に

留意すること。 

 

 
50 実際に違反行為が生じた場合には、予め定められたルールに沿って厳正に対処することが必要であ

る。 

51 スモール・ファシリテーション・ペイメントについては一義的な定義があるものではないが、例え

ば、通常の行政サービスに係る手続の円滑化のための少額の支払いとされることがある。条約のコメン

タリー9 において、SFP は、『「商取引又はその他の不正な利益を得る又は維持する」ための支払には相

当せず、したがって犯罪とはならない』とされている。 当該コメンタリー9 の記載に鑑みて、SFP は不

正競争防止法第 18 条に規定される「営業上の不正の利益を得るため」の利益供与には該当せず、不正競

争防止法第 18 条違反とはならないと解され得る。当該スモール・ファシリテーション・ペイメントが不

正競争防止法に違反するか否かについては、「営業上の不正の利益を得る」目的の有無によって判断さ

れる。なお、外国公務員等の国の判例法や成文の法令において認められ又は要求されていた利益につい

ては、23, 24 頁に記載のとおり不正競争防止法第 18 条違反とはならない。 

 しかしながら、条約及びそのコメンタリーにおいて、SFP が具体的にどのような支払いであるのかは規

定されておらず、また、我が国の不正競争防止法において SFP に関する規定は置かれていない。したが

って、SFP に該当するか否かではなく、外国公務員等に対する利益供与が「営業上の不正の利益を得る

ため」に該当すると裁判所が判断した場合には、不正競争防止法第 18 条違反となり得る。 

SFP ファシリテーション・ペイメントに関する諸外国の取扱いに関し、米国 FCPA では、我が国とは異

なり、外国公務員等による裁量のない決まりきった業務（routine governmental action）に関して行わ

れる円滑化のための支払い(ファシリテーション・ペイメント)が法律上除外とされているが、当該支払

いに該当するか否かは金額ではなく、個々の支払い行為の「目的」等の実質的な要素に基づき判断され

る（15 U.S.C. §§ 78dd-1 (b), 78dd-2 (b), 78dd-3 (b); FCPA リソースガイド 25、26 頁参照 https://

www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download）。 

また、英国 UKBA では、英国検察当局が発行するガイダンス（”Bribery Act 2010: Joint Prosecuti

on Guidance of The Director of the Serious Fraud Office and The Director of Public Prosecuti

ons”）で、ファシリテーション・ペイメント（FP）に関して訴追するか否かの検察当局の考慮要素が示

されているものの、我が国と同様、ファシリテーション・ペイメント（FP）に関する条文上の例外規定

は存在しない（https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/bribery-act-2010-joint-prosecution-guidance-di

rector-serious-fraud-office-and）。 
52 子会社の防止体制の構築・運用においては「３．子会社の防止体制に対する親会社の支援・指導の在

り方」を参照すること。 
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①コンプライアンス担当役員又は社内でコンプライアンス担当を統括するコ

ンプライアンス統括責任者の指名 

○ 社内統一のコンプライアンス担当役員又はコンプライアンス統括責任

者（以下、総じて「コンプライアンス責任者」と言う。）を指名するこ

と53。コンプライアンス責任者は、関係法令、本指針等政府からの各種

情報を適切に把握し理解した上でするとともに、リスク状況を把握し、

実務上生じた問題点についても適宜整理すること。 

○ コンプライアンス責任者は、経営者及び取締役会に対し定期的に報告

を行うこと。 

○ 防止体制の実効性を確保するため、大規模な拠点毎や地域統括部門毎

にコンプライアンス責任者を置くことも考えられる。 

 

②社内相談窓口及び通報窓口の設置等 

○ 外国公務員から賄賂の要求を求める依頼を受けたがあった場合、その

疑いがあった場合、社内で外国公務員への賄賂の提供の指示があった

場合、や起用しているエージェント、コンサルタントから賄賂の提供

を示唆する追加経費の要請があった場合等、個別の具体的事例に基づ

いた判断が必要な事態が生じた場合に備え、相談窓口（ヘルプライン）

を設置すること54。 

○ 相談窓口に加え、内部通報等を受け付けるための通報窓口を設置する

こと55。 

○ 相談窓口及び通報窓口については、日本や他国の法令の要請に留意し、

秘密性の確保に加え、匿名通報の許容や通報者に対する報復行為禁止

の徹底を図るとともに、弁護士等外部専門家等を積極的に活用するこ

と。 

○ 相談や通報の内容・状況について適切にコンプライアンス責任者に報

告され、必要に応じて、対応方針の決定や窓口機能の改善を図ること。 

○ 関係者で十分なコミュニケーションを図る機会を確保すること。 

○ 必要に応じ、面談による報告相談や聞聴取調査等も活用すること。 

 

③疑義等発覚後の事後対応体制整備 

「４．有事における対応の在り方」に記載。 

 
53 業務・管理・財務部門等のコンプライアンス担当者を連携させている企業や「コンプライアンス委員

会」を組織している企業もある。 

54 リスクの高低に応じて、外国公務員贈賄に特化した相談窓口を設置することが考えられる一方で、既

存の社内相談窓口（法務部や内部監査部門等が相談を受ける窓口）を活用する事例も見られる。 

55 内部通報を含む公益通報を行った労働者を解雇等の不利益取扱いから保護する「公益通報者保護法」

は、平成 18 年 4 月 1 日に施行された。 
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④その他留意事項 

○ 防止体制の運用においては、現場における具体的な贈賄の兆候を早期

の対応に結びつけることができるよう、現場担当者が上司やコンプラ

イアンス責任者に気軽に相談できるような、組織内の「風通し」を確保

すること。 

○ 子会社を含め、営業部門・営業担当者に対しては、実現困難な受注実績

を求めたり、社内プロジェクトの担当者等に遵守困難な納期・締切り

等を設定したりするなど贈賄行為を行う動機を形成させないよう配慮

すること。 

 

（５）社内における教育活動の実施 

 従業員の贈賄防止に向けた倫理意識の向上を促し、内部統制の運用の実効

性を高めるため、以下の点ポイントに留意しつつ、社内において適切な教育活

動を実施すること。 

 

○ 国際商取引に関連する役員及び従業員に対して、基本方針及び防止体

制の趣旨及び内容を周知徹底すること。 

○ 国際商取引に関連する従業員等に対して、採用時や転属時に教育を行

うこと（海外駐在員については、特に海外赴任前に事前研修を行うこ

とが望ましい。）。 

○ 教育・訓練活動に当たっては、外国公務員との接触が生じる可能性、研

修の方法（講義形式、文書や電子メール等を活用する形式等）を検討

し、有効な教育活動を行うよう努めること。 

○ 各種法令の内容のみならず、過去の贈答及び接待の事例等を整理した

上で、現地の事情に応じて賄賂を要求された場合における対処方法、

相談窓口や通報窓口の利用など具体的に従業員が留意すべき点につい

て教育を行うこと。 

○ 啓発活動の一つとして、教育・訓練活動を受けた国際商取引に関連す

る従業員に対し、外国公務員贈賄行為を行わないよう誓約書を提出さ

せることも有効な方策である。 

 

（６）監査等 

定期的又は不定期の監査により、社内規程の遵守状況を含め防止体制が実

際に機能しているか否かを確認するとともに、必要に応じて、監査結果等が後

記（７）の見直しに反映されること。特に、リスクベース・アプローチに基づ

き、高リスクと評価された事業部門・拠点の業務内容については、監査を高い

頻度で実施することや、幅広い内容で実施することが考えられる。 
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○ コンプライアンス責任者や法務・経理担当者などの監査に携わる役職

員は、防止体制が有効に機能しているか否かについて定期的に確認し、

実施状況を評価すること56,57。その際、監査に携わる役職員は、職業的

懐疑心を持って、監査対象情報を評価することが望ましい58。 

○ 監査結果等については、経営者、コンプライアンス責任者、法務・経

理・監査部門の責任者、関連する従業員に広く情報が共有されるよう

努めること。 

 

（７）経営者等による見直し 

 継続的かつ有効な対策や運用を可能とするよう、定期的監査を踏まえ、必

要に応じて、経営者やコンプライアンス責任者等の関与を得て、防止体制の

有効性を評価し、見直しを行うこと。 

 

 

３．子会社の防止体制に対する親会社の支援・指導の在り方59 

 

親会社は、企業グループ内の、直接・間接に支配権を有する子会社に対して、

１．及び２．の内容を踏まえた必要な防止体制の構築及び運用を推進し、その状

況について定期又は不定期に確認することが必要である。特に、近年、M&A を

通じて、海外企業を子会社とする例も増えているが、多様な背景や価値観を持つ

企業が同一の企業集団に含まれることになる中、より高度なリスクマネジメン

トが求められているといえる。 

 
56 近年、内部統制を検討するにあたって、事業部門（第 1 線）、管理部門・内部統制部門（第 2 線）、内

部監査部門（第 3 線）から構成される 3 ラインディフェンスの重要性が指摘されており、経済産業省

「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」（2019 年 6 月 28 日策定）4.6.2～4.6.4 において

は、「第 1 線（事業部門）におけるコンプライアンスを確保するため、ハード面（ルール整備や IT イン

フラ等）とソフト面（現場におけるコンプライアンス意識の醸成・浸透）の両面から取り組むことが重

要である」、「第 2 線（管理部門）の実効的な機能発揮のため、第 1 線（事業部門）からの独立性を確保

し、親子間で直接レポート等のラインを通貫させることが検討されるべきである」、「第 3 線（内部監査

部門）の実効的な機能発揮のため、第 1 線（事業部門）と第 2 線（管理部門）からの独立性が実質的に

確保されるべきである。子会社業務の内部監査については、各子会社の状況に応じて、①子会社の実施

状況を監視・監督するか、②親会社が一元的に実施するかが適切に判断されるべきである。」といった指

摘がされているところ、本文記載の第 2 線・第 3 線による監査にとどまらず、第 1 線による自立的なリ

スク管理も重要と考えられる。また、内部監査人協会（IIA）は、3 ラインディフェンスを改訂した、3

ラインモデルを公表しており、参考となる。

https://www.iiajapan.com/leg/pdf/data/iia/2020.07_1_Three-Lines-Model-Updated-Japanese.pdf  

57 形式的な監査とならないよう、監査に携わる役職員は、監査対象の役職員とのコミュニケーション等

を通じて、事業活動の内容、現地の事業環境、商慣習等を踏まえたリスク状況の把握に努める必要があ

る。 

58 会計監査ではあるものの、監査における不正リスク対応基準（金融庁企業会計審議会）の「職業的懐

疑心の強調」では、懐疑心の保持、発揮、高揚という 3 段階に分けて記載されており、参考となる。 
59 子会社の有事における親会社の対応の在り方については、後記４．に記載。 

https://www.iiajapan.com/leg/pdf/data/iia/2020.07_1_Three-Lines-Model-Updated-Japanese.pdf
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その際、鍵となる要素は、以下のとおりである。 

 

（１）総論 

○ 防止体制の構築・運用を推進する子会社の範囲やその内容についても、

リスクベース・アプローチが適用されること。 

 子会社の範囲については、特に、次のような子会社については、防止

体制が構築されることが望ましい60。 

（ⅰ）現在及び将来の企業価値のみならず、贈賄リスクの多寡や事業

の性格を踏まえて重要とい言える子会社 

（ⅱ）プロジェクトの進行過程の要所で親会社が承認を行うなど実

質的関与を行う場合における当該プロジェクトを担当する子

会社 

○ 子会社の防止体制の構築・運用61に関して、子会社が自律的に防止体制

を構築・運用することが原則であるが、現実に、子会社の対応能力・経

験が乏しい場合には、不足するリソースを補完し、さらに、必要な場合

には親会社が主導して子会社の体制を構築・運用すること※。 

※我が国企業の多くの海外子会社は、人員の限界もあり、外国公務員

贈賄の防止に関する対応能力や経験が不足していると考えられる。

このため、子会社において、自律的に防止体制を構築し、運用する

ことが困難な場合には、親会社等の支援が必要となることが多い。 

なお、子会社における防止体制の状況の確認にあたっては、規程類

の整備状況62にとどまらず、規程類を含めた防止体制が実際に現場にお

いて機能しているか否かを確認することが重要である。場合によって

は、親会社が子会社の現場従業員との意見交換、規程類の運用実績の

確認等（サンプルチェック等）を行うことも考えられる。また、効果的

に防止体制を運用するために、子会社の状況に応じて、公務員に対す

る支出をより上位の者が決裁すること63も考えられる。 

 
60 経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」（2019 年 6 月 28 日策定）2.3.3 に

おいても、「特に子会社数が多い場合には、一律の管理は実効的ではなく、事業セグメントや子会社ごと

のリスク（規模・特性）に応じて分類した上で、それぞれのリスクに応じて親会社の関与の強弱・方法

を決定するのが合理的である」と指摘されている。 
61 経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」（2019 年 6 月 28 日策定）、4.6.1

によると、Ｍ＆Ａで取得した海外子会社に対し、本社の目が行き届かず、不祥事発生のリスクが高くな

っているとの指摘がある。異なる文化や価値観を前提として実効的な管理を行うためには、グループ本

社への報告基準の具体化・明確化や IT 活用による経営情報の一元的な見える化が有効であると考えられ

る。 
62 子会社において、親会社の規程類をそのまま「コピー」する事例が散見される。しかしながら、子会

社においては、親会社の規程類をベースにしつつも、決裁や承認のプロセス等については、子会社の組

織・体制、人員、業種に応じて、リスクに対応する機能的な規程類を整備することが望ましい。 

63 贈賄リスクの高い国の子会社において、公務員に対する少額の支出について実務担当者（直属の上司
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また、リスクに応じて、以下の要素に留意すること。 

 

○ 企業集団で、従業員を対象とする贈賄防止に関する教育活動を共同で

実施することや、監査、内部通報体制64,65等を共同で運用すること。 

○ このような共同実施、共同運用は、内容面で一定水準を確保すること

が期待できるとともに、有事における早期の対応を可能とする観点か

ら有効である。 

○ 企業グループ内の合弁会社など、自社が直接・間接の支配権を有さな

い場合には、可能な範囲で、必要な防止体制の整備・運用を図ること。 

 

（２）M&A の際における留意点66 

○ リスクベース・アプローチに基づき、贈賄リスクが高いと考えられる

他企業の買収にあたっては、当該買収先企業に対する重点的な DD を

実施し、当該買収先企業が贈収賄関連法違反の問題を抱えていないか

を精査67すること。 

○ なお、買収前の DD では、買収先企業の非協力や時間的制約等もある

ことから、例えば、買収直後にも、可能な限り早期に、事前の DD で

確認できなかった買収先企業が抱えるリスク事項の検証・監査を行う

こと。 

○ 買収前の DD では、以下の点を含む調査を実施することが考えられる

 
など）に決裁させている例がみられるが、経営層であれば迷うことなく却下できる事案でも、実務担当

者の場合、現場との板挟みになり承認してしまうリスクがある。公務員に対する直接・間接の支出の決

裁者を例えば、当該子会社の社長、事業担当役員、経理担当役員などの経営層に引き上げることも考え

られる。   
64 海外子会社については現地に窓口を設け、応対状況を本社にフィードバックさせるような方法も想定

される。また、EU の GDPR（個人データの取扱いと関連する自然人の保護に関する、及び、そのデー

タの自由な移転に関する、並びに、指令 95/46/EC を廃止する欧州議会及び理事会の 2016 年 4 月 27 

日の規則(EU) 2016/679（一般データ保護規則））は、第三国への個人データの移転制限をしており、企

業集団全体で内部通報情報を処理する場合には、そのような関係法令にも留意する必要がある。 

65 他方、グローバル内部通報制度のように現地の情報を「吸い上げる」仕組みの重要性も経済産業省

「我が国企業による海外 M&A 研究会」報告書（平成 30 年 3 月）の 85 頁に記載されており、内部通報

制度を機能させるために、必要に応じて本社の管轄部門に直接通報できる体制、または外部委託業者を

活用して本社が直接的に通報受付を管理できる体制・システムを構築することも考えられる。 
66 なお、実際の M&A の際には、買収先企業との交渉に応じて事案ごとに対応が異なることが想定され

るところ、すべてのケースにおいて一律にこれらの取組を要請するものではなく、ここで例示された内

容を参考としながら、個別の事案に応じて適切な対応を行うことが期待される。 

67 経済産業省「我が国企業による海外 M&A 研究会」報告書（平成 30 年 3 月）の 35 頁では、コンプラ

イアンス DD の重要性が記載されており、特に新興国では、贈収賄関連法違反のリスク（いわゆる

corruption risk）が高く、FCPA 違反が生じやすいことから、新興国 M&A に際しては専門家を用いた

コンプライアンス DD の必要性が高いことに留意すべきである旨記載されている。 



23 

 

68。 

－買収先企業のビジネススキームそのものが、高い贈賄リスクを抱え

ていないか（例えば、政府機関との取引が多いか、贈賄リスクが高い

地域における取引が多いか、行政機関の許認可取得が重要となるビ

ジネスか等） 

－買収先企業の贈賄防止に係る社内規程の整備と実施状況。具体的に

は、コンプライアンス・マニュアルの整備、社内教育の実施、リスク

評価の実施、リスクを踏まえた監査の実施、エージェント等に対する

評価・更新、エージェント等に対する教育・管理、コンプライアンス

違反があった場合の処分・是正措置等。 

－買収先企業において認識している過去及び現在の贈賄リスク（例え

ば、過去の社内通報窓口に対する通報案件や監査の結果認識された

贈賄案件等） 

－政府機関等との取引において、不自然な支出がないか（例えば、政府

機関等との取引に関連する契約において、エージェント等に対する

多額な支払いが認められないか、会計帳簿等に実際とは異なる費目

の支出が認められないか等） 

○ 買収前の DD で十分な情報が得られなかった場合69、M&A 契約におい

て、表明保証条項等の活用を検討することが考えられるが、当該条項

を設けたとしても、脚注 571 記載のリスクが直ちに解消されるわけで

はないことに留意すること。 

○ DD の結果、買収先企業に贈賄リスクが認められる場合、買収の見送り

も含め、具体的な対応（買収案件の見直し、買収後の経営統合作業（PMI）

スケジュールの見直しなど）について検討を行うこと70。 

○ 買収後の検証等により、想定しなかった問題やリスクが顕在化した場

合には、早急に対策を検討し、必要があれば、関係機関への報告も含

 
68 経済産業省「我が国企業による海外 M&A 研究会」報告書（平成 30 年 3 月）の 34 頁において、「回

答内容によってディールブレイクに繋がるような”Must Have”事項なのか、参考情報として得たい”Nice 

to Have”事項なのか、各質問事項を分類し、調査の優先順位を明確にすることが必要である」との指摘

がなされた上で、「法務 DD では、…腐敗防止法等のコンプライアンス…にかかわる調査は”Must Have”

事項といえる」と指摘されている。 
69 経済産業省「我が国企業による海外 M&A 研究会」報告書（平成 30 年 3 月）の 25 頁によると、正式

なプロセスとして情報開示を求める DD（特にデータルーム資料）では、取得可能な情報が限定的で瑕

疵の発見が難しい場合があることに留意する必要がある。また、DD は一般に時間の制約が厳しく、あ

らかじめ質問項目や論点を明らかにしておかなければ、有効活用は難しい。 
70 仮に、買収先企業が贈賄行為を犯していた場合、買収形態によっては、買収先企業が犯した贈賄行為

に係る刑事上・民事上の責任を買収企業が承継する可能性があり、また、法的には、当該買収先企業の

贈賄行為に係る責任を承継しない場合であっても、買収先企業の企業価値低下に伴う金銭的損失や、当

局対応に伴う実務上のコスト、レピュテーションリスク等を負担する可能性が考えられる。 
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め、是正措置を講ずること71。 

○ 買収後、買収先企業が適切に防止体制を構築・運用することができる

ように、必要に応じて（１）総論に記載のとおり親会社が子会社に対す

る支援の実施を行うこと。 

 

※なお、以上の点は、特に、既存会社を買収し、子会社等自社のグループ

会社とする場合を念頭においたものであるが、例えば、他企業とジョイ

ントベンチャー（JV）を設立する場合について、JV のパートナーとな

る企業との関係でも、以上の指摘は、基本的に妥当すると考えられる。 

 

 

４．有事における対応の在り方 

 

賄賂を実際に外国公務員等から要求された場合、又は現地担当者が賄賂を外

国公務員等に支払った可能性があることが内部監査、内部通報等によって明ら

かとなった場合（以下、総じて「有事」とい言う。）には、法令遵守を徹底する

とともに自社（ひいては自社株主）への経済的損害を含めた悪影響を最低限に抑

制するための行動を迅速に取る必要がある。 

 

また、対応能力に不足がある子会社における有事については、親会社へ生じる

影響の大きさを踏まえた適切な対応を確保するため、親会社が積極的に関与す

ることが有力な選択肢となる。必要な場合には、事案の原因究明や事態の収束、

再発防止の策定に向けた対応を主導することも期待される72。 

 

特に、有事においては、子会社役員等に子会社との間の利益相反が生じ、子会

社において適切な調査及び親会社への報告等が行われない可能性があることに

も留意する必要がある（例えば、子会社における贈賄行為が解明された結果、親

会社によって子会社役員等が解任されるため、保身を図る目的で調査・報告を怠

る可能性がある）。 

 

有事対応体制としては、特に以下の点に留意すること。 

 
71 経済産業省「我が国企業による海外 M&A 研究会」報告書（平成 30 年 3 月）の 59、-60 頁による

と、日本企業による海外子会社経営では、現地の不正・不祥事に頭を悩ませていることも多い。買収

後、数年以内に簿外債務や架空在庫などの重大な不正やコンプライアンス違反が発覚する事例は、公表

されないものも含めれば相当数にのぼるのではないかという指摘もある。買収直後の Post-Closing DD

や内部監査は、こうした不正リスク等を早期に発見していくためにも有意義といえる。 
72 経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」（2019 年 6 月 28 日策定）、4.10.3

参照。 
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○ 担当取締役・担当者の決定、監査役との連携のあり方、調査チームの設

置、親子会社間の有事に関する情報の報告体制その他有事における対

応体制に関する事前のルール化。特に、有事に関する情報がコンプラ

イアンス責任者や経営者に迅速に伝わるような体制を事前に構築して

おくこと。 

○ 特に、外国公務員から贈賄要求があった場合には、当該要求内容の重

大性等に応じて、現場における一次的な対応方法、本社等における危

機対応チームの設置といった手順が事前に整理されていること。 

○ 独立社外取締役にも、有事に関する必要な情報が適切に報告されるこ

と。経営陣から独立した立場で、会社と経営陣との間の利益相反が適

切に監督されること。 

○ 自社及び企業集団に不利な事情を含め関係証拠を保全し、ヒアリング

等を実施した上で、贈賄行為の可能性が高いと判断される場合は、弁

護士への相談、捜査機関への通報や自首、検察官に対する合意制度の

適用の申し入れ73を検討すること。 

○ 事態収束後は、原因究明を行い、企業集団としての再発防止策を検討
74,75すること。 

○ 再発防止策の検討に終わらず、子会社における対応状況をモニタリン

グするとともに、その経営陣の責任追及や再発防止策の有効性や実施

状況の確認等を含む企業集団としてのガバナンス機能の回復・強化を

図ること。 

 

以上の内容を参考として、各企業において、新たに防止体制の導入や大幅な

見直しを検討するにあたっては、その全面的な実施が困難な場合も想定され

る。その場合には、企業規模・業種、既存の体制、国際商取引との関係、実効

 
73 合意制度（刑事訴訟法第 350 条の 2）は、特定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪を対象として、検察

官と被疑者・被告人が、弁護人の同意がある場合に、 

○被疑者・被告人が、他人の刑事事件について供述したり、証拠物を提出するなどの協力行為をするこ

と 

○検察官が、被疑者・被告人の事件について、不起訴にしたり、軽い訴因で起訴したり、軽い求刑をす

るなどの有利な取扱いをすること 

を内容とする合意をすることができるというものである。合意制度の適用を含め、どのように証拠収集

を行うか否かは捜査当局の判断によるが、いずれにせよ、企業においては、社内調査等で判明した事実

等を捜査機関に提供することは、事案の原因究明に資することとなり得るため、事態の早期の収束にも

つながり得ると考えられる。 
74 本指針第３章４．40 頁の外国公務員贈賄罪の適用事例（４）に記載のように、判例で「コンプライア

ンス体制を見直し再発防止の手段を講じたこと等」が量刑判断の考慮要素となっていることからも、再

発防止策の検討をすることは重要である。 
75 事実関係や原因究明に関する調査、再発防止策の検討にあたっては、第三者委員会や内部調査委員会

を設置することも検討に値する。なお、第三者委員会については、日本弁護士連合会「企業等不祥事に

おける第三者委員会ガイドライン」（2010 年 7 月策定、同年 12 月改訂）を参照。 
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性等に加え、企業が外国公務員贈賄罪に問われるリスクの大きさを勘案した上

で、各企業の責任により、緊急的な対応として特に必要な項目を優先的に実施

すべきである76。 

 

 

 

５．その他 

 

外国公務員贈賄問題は、一企業のみで、外国公務員等の賄賂要求を不利益も

覚悟して拒絶するといった適切な対応を講じることが困難な場合も多い。 

このような場合には、現地日本大使館・領事館の日本企業支援窓口や独立行

政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）、現地商工会議所等に相談をするほか、

これらの機関を通じて、事前に又は事後に、特定・不特定の公務員の明示又は

黙示の賄賂要求を停止するよう現地政府に要求することも考えられる。また、

外務省では、外国公務員贈賄事案に係る相談窓口として、225の在外公館に、

OECD外国公務員贈賄防止条約の担当官を指名している。 

また、開発協力事業に関しては、外務省及び独立行政法人国際協力機構

（JICA）に設置された不正腐敗情報相談窓口に相談をするほか、寄せられた情

報を基にこれらの機関が現地政府と協議を行うことも考えられる77。 

他方で、日本政府としては、日本企業を支援する観点から、現地日系企業か

ら要請があった場合には、迅速に現地政府に申し入れることが期待されるとと

もに、日本企業にとってのリスク判断の材料となるよう、そのような申し入れ

状況及びその対応状況を国毎に公表することを、今後関係省庁と検討する。 

 

 
76 内閣府国民生活局の調査によると、企業における内部通報制度の導入割合は増加傾向にあり、内部統

制の重要性について意識の高まりが見られる。 

77 外務省の不正腐敗情報相談窓口は、https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/fusei/。JICA の不正腐

敗情報相談窓口は、https://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/index.php。 

https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/fusei/
https://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/index.php
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第３章 不正競争防止法における処罰対象範囲について 

 

我が国においては、OECD 条約の締結に当たり、平成 10 年に不正競争防止

法を改正し、外国公務員に対する贈賄行為に対し刑事罰を導入する等の対策を

講じている78。 

本章においては、外国公務員贈賄に関する理解と予見可能性の向上という観

点から、不正競争防止法の該当部分について、逐条的に解説を行う。 

なお、各個別具体的な案件について、実際にその運用を担当するのは捜査当局

であり、また、最終的な法解釈は裁判所に委ねられていることを付言する。 

 

 

１．外国公務員贈賄罪の構成要件（法第 18 条第 1 項関係） 

 

（１）概要（①、②…は後記（２）の中で解説している番号を示す。） 

不正競争防止法第 18 条第 1 項では、「①何人も、(「２．外国公務員等の定義」を

参照)外国公務員等に対し、②国際的な商取引に関して③営業上の不正の利益を

得るために、その外国公務員等に、その④職務に関する行為を⑤させ若しくは

させないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関す

る行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、

⑥金銭その他の利益を⑦供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならな

い。」と規定されている。 

 

本項は、外国公務員贈賄条約第 1 条 1 の規定を担保するための条文であ

る。すなわち、国際商取引に関して営業上の不正の利益を得るために行う、

外国公務員等の職務に関する作為、不作為等をなさしめることを目的とした

利益の供与、その申込み又はその約束を禁止している。 

    

 
78 条約前文によれば、「締約国においてとられる措置の間の同等性を達成することがこの条約の不可欠の

目的」とされており、当該考え方に沿って、外国公務員に対する贈賄行為に対し刑事罰を導入する等の

措置を講じることが求められている。 

○ 不正競争防止法第 18 条第 1 項 
何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得る

ために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、

又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくは

させないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又

はその申込み若しくは約束をしてはならない。 
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なお、OECD 外国公務員贈賄防止条約コメンタリー879に記載のとおり、

外国公務員等の国の判例法や成文の法令において認められ又は要求されてい

た利益は、不正競争防止法第 18 条第 1 項における外国公務員等に対して不

正の利益を得るために供与する金銭その他の利益には該当せず、不正競争防

止法違反とはならない。 

 

○ 典型的な処罰対象行為 
 
１．A 国での国立病院建設プロジェクトを落札するため、事前に公表されない

最低入札価格を聞き出すことを目的とする A 国厚生省職員に対する利益の

供与 
 
２．B 国で建設した本来は環境基準を満たしていない化学プラントについて、

設備設置の許可を受けることを目的とするB国検査機関の職員に対する利益

の供与 

 

３．C 国において、建築資材を輸入する関税を不当に減免してもらうことを目

的とする C 国税関職員に対する利益の供与 

 

４．D 国において、競合企業より優位に立つため、商品の輸出の認可を優先的

に処理してもらうことを目的とする D 国公務員に対する利益の供与 
 

 

（２）語義の解釈 

①「何人も」について 

本罪の対象となる行為の全部又は一部を日本国内で行った場合には、その

国籍に関係なく（すなわち、日本人であれ外国人であれ）、本法の適用を受け

る。 

また、日本人については、日本国外で当該行為を行った場合にも、本法の適

用を受ける。 

さらに、外国人については、日本国内に主たる事務所を有する法人の従業者

であって、当該法人の業務に関して、日本国外で当該行為を行った場合につい

ては、本法の適用を受ける。 

→【３．罰則 （３）罰則の場所的適用範囲について を参照】 

 

②「国際的な商取引」について 

本罪は、国際商取引における（in the conduct of international business（条

約第 1 条 1））外国公務員に対する贈賄行為を禁止するものである。 

本項で「国際的な商取引」とは、貿易や対外投資など国境を越えた経済活動

 
79 OECD 外国公務員贈賄防止条約コメンタリー8 では、「外国公務員等の国の判例や成文の法令において

認められ又は要求されていた利益については、犯罪とはならない」とされている。 



29 

 

に係る行為を意味している。「国際的」とは、①取引当事者間に渉外性80があ

る場合、②事業活動に渉外性がある場合のいずれかを意味している。 

 

○ 「国際的な商取引」に関する具体例 
 
１．日本の商社が A 国内の ODA 事業による橋の建設の受注を目的として、A

国公務員に贈賄する場合 

→取引当事者間に渉外性があるため、「国際的な商取引」であると解され

る。 
 
２．B 国にある日系の建設会社が、東京の B 国大使館の改修工事を受注するた

めに、日本で B 国公務員に贈賄する場合 

→事業活動に渉外性があるため、「国際的な商取引」であると解される。 
 

 

③「営業上の不正の利益」について 

○ 「営業上の利益」の考え方 

   「営業」とは、判例上、単に営利を直接に目的として行われる事業に限

らず、事業者の公正な競争を確保するという法目的からして、広く経済収

支上の計算に立って行われる事業一般（病院経営等）を含む。 

したがって、「営業上の利益」とは、事業者がかかる「営業」を遂行し

ていく上で得られる有形無形の経済的価値その他利益一般を指すものと解

される。 

 

○ 「不正の利益」の考え方 

不正の利益とは、公序良俗又は信義則に反するような形で得られる利益

を意味する。具体的には、次のような行為が該当すると解される。 

（ⅰ）外国公務員等に対する利益の供与等を通じて、自己、あるいはその

他の自然人又は法人に有利な形で当該外国公務員等の裁量を行使

させることによって獲得する利益 

（ⅱ）外国公務員等に対する利益の供与等を通じて、違法な行為をさせる

ことによって獲得する利益 

 

○ 「営業上の不正の利益」を得る目的の有無が問題となり得る場合 

（Ⅰ）社交行為 

○ 外国公務員等にかかる旅費、食費などの経費負担や贈答は、典型的な贈

賄行為ともなり得るものである。もっとも、純粋に一般的な社交や自社

商品・サービスへの理解を深めるといった目的によるものであって、外

 
80 「渉外性」とは国境を越えた関係性を指す。 



30 

 

国公務員等の職務に関して、自社に対する優越的な取扱を求めるとい

った不当な目的もないのであれば、必ずしも「営業上の不正の利益」を

目的とする贈賄行為と評価されるわけではない。 

 

○ 具体的には、時期、品目や金額、頻度その他の要素から判断して、純粋

に社交や自社商品・サービスへの理解を深めることを目的とする少額

の贈答、旅費の負担、娯楽の提供等が想定される。これらについては、

社内における慎重な検討を確保する観点から現地法令等も勘案して策

定された社内基準に基づいて判断され、その結果が適切に記録される

ことによって事後的な監査の機会が確保されることが望ましいこと

は、前述（第２章２．（３））のとおりである※。 

※注 正規でない承認手続や虚偽の記録の存在は、「営業上の不正の利

益」を得るための支払であることを疑わせる要素となり得る。 

 

（ⅰ）「営業上の不正の利益」を得るための支払と判断される可能性が大

きいと考えられる行為 

‒ 外国公務員等へのスポーツカーの提供 

‒ 外国公務員等への少額であっても頻繁な贈答品の提供 

‒ 外国公務員等への換金性のある商品券の贈答 

‒ 外国公務員等の家族等をグループ企業で優先的に雇用すること 

‒ 自社商品・サービスとの関係が乏しいリゾート地への外国公務員

家族の招待 

‒ 外国公務員等の関係する企業をエージェント、コンサルタントと

して起用すること 

‒ 物品等の金額や経済的価値にかかわらず、入札直前の時期におけ

る支払 

（ⅱ）「営業上の不正の利益」を得るための支払とは必ずしも判断されな

い可能性がある行為 

‒ 広報用カレンダー等の提供など、宣伝用物品又は記念品であって

広く一般に配布するためのものの贈与 

‒ 業務上の会議における茶菓や簡素な飲食物の提供 

‒ 業務として自社事業所を往訪する外国公務員に対して、交通事情

上必要な場合に、自社自動車等を利用させること 

‒ 現地社会慣習に基づく季節的な少額の贈答品の提供 

‒ 自社が展示会へ出展するだけでは商品・サービスの内容、品質へ

の理解に至らないため、自社工場・研究所（現地国内に限らず、

日本ないし第三国を含む）の視察を要する場合における、一定の

社内基準に基づいて選定された外国公務員等が要した旅費の負

担（現地法令等を踏まえた自社の基準に基づく実費） 
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‒ 上記視察に付随した、合理的かつ相応な範囲の会食（なお、金額

基準が定められた、視察地国又は当該外国公務員の国の公務員

腐敗防止法令がある場合には、当該基準を参考とした会食費）や

視察の空き時間等に実施する観光の提供 

 

 

（Ⅱ）寄付行為 

○ 企業が寄付を行う場合もあると考えられるが、外国公務員等個人に対す

る支払は、通常、「営業上の不正の利益」を得るための支払、すなわち、

典型的な贈賄行為に該当することに留意すべきである。表面上は非営利

団体に対する寄付の形式をとったとしても、当該寄付が実質的に外国公

務員等に対する支払となっている場合はも、同様に典型的な贈賄行為で

ある。 

 一方で、純粋に「よき企業市民」（good corporate citizen）として企

業の社会的責任を果たすために非営利団体に対して行なわれる寄付は

であっても、名実ともにそのような寄付であると認められる場合には、

贈賄行為に該当しないする場合もあると考えられるが、当該寄付が名目

上のものにすぎず、実質的には外国公務員等に対する支払いとなってい

る場合には、贈賄行為である。 

 このため、寄付に先立って、寄付先の役員やその親族等が自社のプロ

ジェクトにかかる外国公務員等の関係者ではないことを確認し、さら

に、寄付後も寄付先の会計帳簿等を確認するなど合理的な範囲内で、外

国公務員等の関係者への寄付金の還流がないことを確認する必要があ

る※。 

※注 正規でない承認手続や虚偽の記録の存在は、「営業上の不正の利 

益」を得るための支払であることを疑わせる要素となり得る。 

 

（Ⅲ）その他 

○ 我が国の不正競争防止法においては、明示的にスモール・ファシリテー

ション・ペイメント（Small Facilitation Payments：SFP）81について

は、「第２章２.（３）社内規程の策定」を参照されたい。関する除外

規定を置いていないことから、外国公務員等への金銭その他の利益の供

与は、例え少額であっても、「営業上の不正の利益を得る」目的を有す

る場合には不正競争防止法違反になる。したがって、いわゆる SFP で

あるということのみを理由としては処罰を免れることはできない。 

 

 
81 スモール・ファシリテーション・ペイメントについては、13 頁の脚注 38 を参照。 
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○ 合理性のない差別的な不利益な取扱いを受けた場合82、例えば、通関等

の手続において、事業者が現地法令上必要な手続を行っているにもかか

わらず、事実上、金銭や物品を提供83しない限り、現地政府から手続の

遅延その他合理性のない差別的な不利益な取扱いを受けるケースが存

在する。 

（ⅰ）企業から申請書を受け取った実体審査を担当しない窓口係員が形

式的な不備等がないにもかかわらず、申請書への受領印の押印を

拒絶するケース 

（ⅱ）現地法令に基づき税金が還付されることとなっているにもかかわ

らず、税務署において合理的理由もなく一向に手続が進めてもら

えないケース 

（ⅲ）現地法令上、消防署から消防設備の点検を受ける義務があるにも

かかわらず、当該消防署が点検の実施を渋るケース 

 

このような差別的な不利益を回避することを目的とするものであって

も、そのような支払自体が「営業上の不正の利益を得るため」の利益提供

に該当し得るものであるうえ、金銭等を外国公務員等に一度支払うと、そ

れが慣行化し継続する可能性が高いことから、金銭等の要求を拒絶する

ことが原則である。 

また、支払要求の更なる助長を防止する観点から、第２章５．のとおり、

自社単独で又は現地日本大使館・領事館や現地商工会議所等を経由して

拒絶の意思を明らかにすることが望ましい。 

なお、生命・身体に対する危険の回避を主な目的として、やむを得ず

行った利益供与等は、「不正の利益」を得る目的がないと判断される場

合があり得る。 

 

④「職務に関する行為」について 

「職務に関する行為」とは、当該外国公務員等の職務権限の範囲内にある

行為はもちろん、職務と密接に関連する行為を含むものである。 

なお、「職務」というのは、刑法第 197 条（収賄罪）の規定中の「職務」

と同義である。 

刑法の贈収賄罪において、職務と密接に関連する行為に関する判例として

 
82 身体・生命に対する間近な危難が生じている場合でなくても、例えば、治安が悪く、現地の警察や軍

隊による身辺警護等を必要とする場合には、警察官個人や軍人個人に金銭等を提供するのではなく、警

察や軍など組織それ自体との間で身辺警護等の役務提供契約を締結し、実費を支払う方法もあり得る。

なお、当然のことながら、契約に藉口して警察等に不当な利益を供与することは、「不正の利益」の供

与に該当するものと考えられる。 

83 いわゆるスモール・ファシリテーション・ペイメントと言われることがあるが、詳細は、13 頁の脚注

38 を参照。 
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は、慣行上公務員が行っている事務や本来の職務の準備的行為を職務密接関

連行為と認めたもの等が挙げられる。 

 

⑤「（職務に関する行為を）させ若しくはさせないこと、又はその地位を利

用して他の外国公務員等に（職務に関する行為を）させ若しくはさせない

ようにあっせんをさせること」 

利益の供与等の目的が外国公務員等の作為・不作為又は他の外国公務員等

の作為・不作為のあっせんであることが要件となっている。 

外国公務員等自らが行う行為については、④で述べたとおり、外国公務員

等の職務の権限の範囲内の行為及びこれと密接に関連する行為が対象にな

る。 

また、「あっせん」については、当該外国公務員等の権限の範囲外の行為

であっても、その地位を利用して、他の外国公務員等の職務に関する行為に

ついて、その外国公務員等に対して行う「あっせん」が対象になる。 

 

⑥「金銭その他の利益」について 

「金銭その他の利益」とは、財産上の利益にとどまらず、およそ人の需要・

欲望を満足させるに足りるものであれば該当する。したがって、金銭や財物は

もちろん、金融の利益、家屋・建物の無償貸与、接待・供応、担保の提供など

の財産上の利益のほか、異性間の情交、職務上の地位などの非財産的利益を含

む一切の有形、無形の利益がこれに該当すると解される。 

 

⑦「（外国公務員等に対し、）…供与し、又はその申込み若しくは約束をして

はならない」について 

「供与」とは、賄賂として金銭その他の利益を単に提供するにとどまら

ず、相手方である外国公務員等がこれを収受することをいう。 

「申込み」とは、外国公務員等に対し、賄賂であることを認識し得るよう

な状況の下で金銭その他の利益の収受を促す行為をいい、相手方がこれに対

応する行為をすることを必要としない。 

「約束」とは、贈収賄当事者間の金銭その他の利益の授受についての合意

をいう。 

なお、外国公務員等以外の第三者に対し金銭その他の利益を供与し、又は

その申込み、約束をした場合であっても、 

○ 当該外国公務員等と当該第三者の間に共謀がある場合 

○ 当該外国公務員等の親族が当該利益の収受先になっている場合など、

実質的には当該外国公務員等に対して利益の供与が行われたと認めら

れる場合 

○ 外国公務員等が第三者を道具として利用し、当該第三者に当該利益を

収受させた場合 
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については、外国公務員贈賄罪が成立し得る。 

 

（３）緊急避難 

○ 刑法第 37 条に規定する緊急避難に該当する場合には違法性が阻却され、

処罰されない※。 

   ※参考 緊急避難の成立条件は、「自己又は他人の生命、身体」（保全法益）等に対

する「現在の危難」（保全法益に対する侵害が現に存在しているか、または

間近に押し迫っていること）を「避けるため」（避難の意思が必要）、「や

むを得ずにした行為」（法益保全のために他に取り得る現実的な選択肢がな

い）、「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場

合に限り」（具体的事例に応じて社会通念にしたがい法益の優劣を決すべき

という趣旨）である。 

 

○ 外国公務員等に対する関係では、例えば、支払を行わないと暴行される可

能性がある場合など、生命、身体に対する現実の侵害を避けるため、他に

現実的に取り得る手段がないためやむを得ず行う必要最低限の支払につ

いては、緊急避難の要件を満たす可能性がある。 

 

○ 緊急避難の要件を満たし得ると考えられる例 

‒  銃を携帯した定期巡回中の警察官が事務所内から立ち退かず、明示

又は黙示に支払を強要し、身体拘束のおそれが間近に迫った場合にお

ける支払。 
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２．外国公務員等の定義（法第 18 条第 2 項、政令関係） 

 

（１）趣旨 

「不正競争防止法第 18 条第 2 項」及び「不正競争防止法施行令第 3 条不正

競争防止法第十八条第二項第三号の外国公務員等を政令で定める者を定める

政令」では、贈賄の相手方となる「外国公務員等」の定義を規定している。 

本法の対象となる外国公務員等は、 

①外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者（第 1 号）  

②外国の政府関係機関の事務に従事する者（第 2 号） 

③外国の公的な企業の事務に従事する者（第 3 号） 

④公的国際機関の公務に従事する者（第 4 号） 

⑤外国政府等から権限の委任を受けている者（第 5 号）  

の 5 つに分類される。 

 なお、「外国」には、我が国が国家として未承認の国も含まれる。 

 

（２）第 1 号：外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者（外国公務員） 

外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者とは、行政府、立法府や司

法機関に属する職にある者を指している。 

※なお、政党職員及び公務員の候補者は、条約上外国公務員の定義に含まれな

いため、本法の対象とはされていない。 

 

（３）第 2 号：外国の政府関係機関の事務に従事する者 

外国の政府関係機関とは、公共の利益に関する特定の事務を行うために特

○ 不正競争防止法第 18 条第 2 項 
２ 前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。 

一 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者 

二 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立され

たものの事務に従事する者 

三 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権

のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数

若しくは出資の金額を直接に所有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事

及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。)の

過半数を任命され若しくは指名されている事業者であって、その事業の遂行に当

たり、外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に

従事する者その他これに準ずる者として政令で定める者 

四 国際機関(政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次

号において同じ。)の公務に従事する者 

五 外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の権限に属する事務であって、

これらの機関から委任されたものに従事する者 
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別に法令によって設置された組織であり、日本でいう特殊法人・特殊会社等に

相当するものを指している。 

なお、特別に法令によって設立された組織には、公益法人や会社等、準則主

義により一定の要件を満たせば設立できるような民事法規に根拠をもつ法人

は含まれない。 

また、「事務に従事する者」とは、その者の果たす機能に着目して、当該機

関の事務を行っていると判断される者を指す。 

○ 外国の政府関係機関の例 
 
 米国の政府機関法人(government corporation)  

政府機関法人の具体例としては、テネシー河谷開発公社（Tennessee 

Valley Authority）、全米鉄道旅客輸送公社（National Railroad Passenger 

Corporation：通称Amtrak）などがある。 
 
フランスの公施設法人（établissements publics） 

公施設法人の具体例としては、国立図書館（Bibliothèques nationales）、

大学（universités）などがある。 

 

（４）第 3 号：外国の公的な企業の事務に従事する者 

 本号における「公的な企業」は、外国の政府又は地方公共団体が、 

①議決権のある株式の過半数を所有している 

②出資金額の総額の過半数にあたる出資を行っている 

③役員の過半数を任命もしくは指名している 

のいずれかに該当する事業者（公益法人等も含まれる。）及びこれに準ずる者

として政令で定める者である。 

 これに準ずる者として政令に定める者は、外国の政府又は地方公共団体が、 

①総株主の議決権の過半数の議決権を直接保有している 

②株主総会での全部又は一部の決議について許可、認可、承認、同意等を

行わなければ効力が生じない黄金株で支配している 

③間接的に過半数の株式を所有することなどにより事業者を支配してい

る 

のいずれかに該当する事業者である。 

 これらの「公的な企業」のうち、その事業の遂行に当たり、外国の政府又は

地方公共団体から特に権利及びそれに伴う利益を付与されているものの事務

に従事する者が、不正競争防止法上の外国公務員等に該当する。 

○「公的な企業」に該当する例1（黄金株支配） 

A国の元国営企業B社（民営化済）では、定款中の 

①いかなる人も株式の15％以上所有すること又は単独若しくは共同での15

％以上の議決権を行使することはできない 

②A国人でない限り、業務執行会長(chairman of the Company)又は首席業

務執行取締役(chief executive of the Company)になることができない 
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等の規定を変更する際には、定款変更の株主総会の決議に対し、その効力

を生じさせるには、黄金株所有者たる政府の同意を必要としている規定を有

していた。 

  この場合、B社は、本号における「公的な企業」に該当すると解される。 
 

○ 「公的な企業」に該当する例2（間接的な支配） 
C 国国有電力会社 D 社（政府が株式の 80％を保有）の子会社である D１社

及び D２社は、共に D 社が株式の 70％を保有しており、D１社は C 国北側で

の発電を、D２社は C 国南側での発電を主に担っている。 

この場合、D１社及び D２社は、本号における「公的な企業」に該当すると

解される。 
 

 
 

（５）第 4 号：公的国際機関の公務に従事する者 

本項における「国際機関」とは、組織の形態や権限の範囲に関わらず、国家、

政府その他の公的機関によって形成される国際機関を指している。 

なお、IOC（国際オリンピック委員会）など、民間機関により構成されてい

る国際機関はこれに該当しない。 

○ 不正競争防止法第十八条第二項第三号の外国公務員等を政令で定める

者を定める政令不正競争防止法施行令第 3条 
 
１ 不正競争防止法(以下「法」という。)第十八条第二項第三号の政令で定める者

は、次に掲げる事業者(同号に規定する事業者を除く。) であってその事業の遂行に

当たり外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従

事する者とする。 

一 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、総株主の議決権の百分の

五十を超える議決権を直接に保有されている事業者 

二 株主総会において決議すべき事項の全部又は一部について、外国の政府又は地

方公共団体が、当該決議に係る許可、認可、承認、同意その他これらに類する行

為をしなければその効力が生じない事業者又は当該決議の効力を失わせることが

できる事業者 

三 一又は二以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式

のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える

当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の

百分の五十を超える議決権を直接に保有され、又は役員(取締役、監査役、理事、

監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。

次項において同じ。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者(第一号

に掲げる事業者を除く。) 

２ 前項第三号に規定する「公的事業者」とは、法第十八条第二項第三号に規定する事

業者並びに前項第一号及び第二号に掲げる事業者をいう。この場合において、一又は

二以上の外国の政府、地方公共団体又は公的事業者により、発行済株式のうち議決権

のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若

しくは出資の金額を直接に所有され、若しくは総株主の議決権の百分の五十を超える

議決権を直接に保有され、又は役員の過半数を任命され若しくは指名されている事業

者は、公的事業者とみなす。 
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○ 「国際機関」の例 
 

国際連合、UNICEF（国際連合児童基金）、ILO（国際労働機関）、 

WTO（世界貿易機関）など 

 

（６）第 5 号：外国政府等から権限の委任を受けている者 

 外国の政府又は地方公共団体、国際機関から権限の委任を受けてその事務

を行う者を指している。すなわち、外国政府等、国際機関が自らの権限として

行うこととされている事務、例えば、検査や試験等の事務について、当該外国

政府等から当該事務に係る権限の委任を受けて行う者を念頭に置いている。 

公共事業を受注した建設会社の職員等、権限の委任なしに外国政府等が発

注する仕事を処理するにすぎない者はこれに該当しない。 

○ 外国政府等から権限の委任を受けている者の例 
 

化学プラント建設にあたり、当該国の法律に基づく設備設置等の許認可等

を受ける際に、事前に環境基準をクリアするかどうかについての検査、試験

等を委任されている指定検査機関、指定試験機関の職員は「外国公務員等」

とみなされる。 

 

 

３．罰則（法第 21 条第 2 項第 7 号・第 8 項、第 22 条関係） 

 

  
○不正競争防止法第 21 条・第 22 条（抄） 
第二十一条 １～３（略） 

４２ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十五年以

下の懲役若しくは三千五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 一～三六 （略） 

四七 第十六条、第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者第十八条第一項

の規定に違反したとき。 

５３～９７ （略） 

１０８ 第二項第七号（第十八条第一項に係る部分に限る。）の罪は、刑法（明治四十

年法律第四十五号）第三条の例に従う。第四項第四号の罪は、刑法（明治四十年法

律第四十五号）第三条の例に従う。 

１１ 第四項第四号の罪は、日本国内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、

使用人その他の従業者であって、その法人の業務に関し、日本国外において同号の

罪を犯した日本国民以外の者にも適用する。 

１２９～１５１２ （略） 

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して

各本条の罰金刑を科する。 

 一～二 （略）前条第四項又は第六項（同条第四項に係る部分に限る。） 十億円以

下の罰金刑 

 二・三 （略）  前条第二項 三億円以下の罰金刑 

２ （略） 

３ 第一項の規定により前条（中略）第二項（中略）の違反行為につき法人又は人に

罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期

間による。第一項の規定により前条第一項、第三項、第四項又は第六項（同条第一

項又は第四項に係る部分に限る。）の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する

場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 
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（１）行為者に対する処罰について 

 

①不正競争防止法第 21 条第 42 項第 47 号では、第 18 条第 1 項の規定に違反

して外国公務員等に対する不正の利益の供与等を行った者については、105

年以下の懲役又は 3,0500 万円以下の罰金84に処し、又はこれを併科するこ

とが規定されている85。 

 

② 罰則の水準に関しては、条約上「刑罰の範囲は自国の公務員に対する贈賄

に適用されるのと同等のもの」（条約第 3 条 1）とする義務があるところ、

上記法定刑は、自国公務員に対する贈賄罪（刑法第 198 条）の法定刑（3

年以下の懲役又は 250 万円以下の罰金）と同等以上の罰則になっており、

条約上の義務を果たしている。 

 

③ また、第 21 条第 8 項の規定により、外国公務員贈賄罪については、刑法第

3 条の例に従う。 

刑法第 3 条には、一定の罪について、日本国民が国外で犯した犯罪につ

いても処罰の対象とすることが規定されていることから、外国公務員贈賄

罪についても、国民の国外犯が処罰される（外国公務員等に対し、日本国

外で利益の供与等を行った日本人についても処罰の対象となる。）86。  

→【３．罰則 （３）罰則の場所的適用範囲について を参照】 

 

②④外国において贈賄罪の確定判決を受けた者についても、刑法第 5 条87によ

り、外国公務員贈賄罪で処罰し得る。ただし、同条の規定に従って、実際に

外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けた場合には、我

が国における刑の執行は減軽又は免除される。 

 

 
84 「不正競争防止法等の一部を改正する法律（令和 5 年法律第 51 号）」により法定刑が引き上げられた

（令和 6 年●月●日施行）。 

85 罰則の水準に関しては、条約上「刑罰の範囲は自国の公務員に対する贈賄に適用されるのと同等のも

の」（条約第 3 条 1）とする義務があるところ、上記法定刑は、自国公務員に対する贈賄罪（刑法第 198

条）の法定刑（3 年以下の懲役又は 250 万円以下の罰金）と同等以上の罰則になっており、条約上の義務

を果たしている。 
86 外国公務員贈賄罪に国民の国外犯処罰を導入する「不正競争防止法の一部を改正する法律案」につい

ては、平成 16 年 5 月 19 日に国会で成立し、平成 17 年 1 月 1 日より施行された。 
87 刑法第 5 条：外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを

妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑

の執行を減軽し、又は免除する。 
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③⑤公訴時効期間は 75 年である88。ただし、犯人が国外にいる期間は、刑事

訴訟法第 255 条第 1 項により、時効の進行は停止する。 

 

 

 

 

（２）法人に対する処罰について 

①両罰規定 

 不正競争防止法第 22 条第 1 項の規定により、法人89の代表者、又は法人

の代理人、使用人、その他の従業者員等が当該法人の業務に関し違反行為を

した場合には、当該違反行為者自身を処罰するだけでなく、その法人に対し

ても 103 億円以下の罰金刑90が科される91。 

これは、国際商取引を業務とする法人について、法人の責任を問うことが

条約上の義務となっていることから設けられたものである。 

 

②法人に対する過失の推定 

 最高裁は、過去に法人処罰の規定について、法人の行為者たる従業者等の

選任・監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった

過失の存在を推定し、その注意を尽くしたことの証明がない限り事業主も

刑事責任を免れないとする法意であることを判示している92。 

これは不正競争防止法違反の罪に関するものではないが、同法において

も、両罰規定について無過失を理由とする免責が認められるためには、一般

的、抽象的な注意を払ったのでは足りず、積極的、具体的に違反防止のため

の指示を与えるなどして、違反行為を防止するために必要な注意を尽くし

たことが要求されると考えられる。 

このような観点からも、第２章で例示した、外国公務員に対する贈賄を適

切に防止できるような体制の構築・運用や、本指針等を活用した外国公務員

贈賄罪についての知識の普及・教育活動の実施など、外国公務員贈賄防止対

策の実効性を高め、内部統制の有効性の向上を図るための方策をとること

が必要である。 

 

 
88 刑事訴訟法第 250 条の規定による。また、不正競争防止法第 22 条第 3 項の規定「意匠法等の一部を

改正する法律（平成 18 年法律第 55 号）」により、法人の公訴時効期間も 75 年であるとなった（平成 1

9 年 1 月 1 日施行）。 
89 個人事業主の場合にも両罰規定は適用される。ただし、罰金額は 3,0500 万円以下である。 
90 「不正競争防止法等の一部を改正する法律（令和 5 年法律第 51 号）」により法定刑が引き上げられた

（令和 6 年●月●日施行）。 
91 法人の責任について、条約第 2 条は「締約国は、自国の法的原則に従って、外国公務員に対する贈賄

について法人の責任を確立するために必要な措置をとる。」と規定している。 
92 脚注 19 を参照。最判昭和 40 年 3 月 26 日 刑集 19 巻 2 号 83 頁（外為法違反事件） 
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③法人の「従業者」の範囲 

両罰規定における「従業者」とは、直接、間接に事業主の統制、監督を受

けて事業に従事している者をいい、契約による雇人でなくても、事業主の指

揮の下でその事業に従事していれば、「従業者」である、とされている93。 

例えばなお、海外現地子会社の日本人従業員が外国公務員等に対する不

正の利益の供与等を行った場合に、日本の本社に両罰規定が適用されるか

否かについては、当該日本人従業員が通常行っている業務への本社の関与

の度合い、当該日本人従業員に対する本社の選任・監督の状況などの個別具

体的な状況を踏まえて判断される。例えば、当該日本人従業員が実質的には

日本の本社の「従業者」員であると認められ、不正の利益の供与等が日本の

本社の業務に関して行われたと認められる場合には、日本の本社に対して

両罰規定が適用される可能性があると考えられる。 

 

④外国法人への両罰規定の適用 

外国法人についても、例えば、会社法上の外国会社94についてもは不正競

争防止法第 22条の両罰規定が適用され得るものと解される。 

 

（３）罰則の場所的適用範囲について 

 

①場所的適用範囲とは、裁判権を行使するに当たって、その場所で生じた事項

に対して自国の刑法を準拠法とし、その定めるところに従って処理するこ

とが可能とされる範囲であり、外国公務員贈賄罪については、以下のよう

に整理されるをいう。 

 

①②我が国刑法は、第 1 条で、自国の領域内で犯された犯罪については犯人

の国籍如何を問わず日本の刑罰法規を適用する「属地主義」を採用してお

り、当該規定は刑法第 8 条95により、不正競争防止法にも適用される。 

  属地主義については、犯罪の構成要件の一部をなす行為が国内で行われ、

又は構成要件の一部である結果が国内で発生した場合には当該犯罪に我が

国の刑罰法規が適用される。これを外国公務員贈賄罪についていえば、日

本国内から外国公務員に対して電子メールや FAX 等で利益の供与の申込

み、約束などが行われた場合については、それに続く利益の供与が海外で

行われたとしても、全体を包括して国内犯ととらえることが可能であると

 
93 大塚仁ほか編「大コンメンタール刑法 第 3 版 第 1 巻」144 頁、青林書院、2015 年 
94 会社法第 823 条において、「外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は

最も類似する会社とみなす」こととされている。また、伊東研祐「組織体刑事責任論」76 頁～79 頁、成

文堂、2012 年参照。 
95 刑法第 8 条：この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定

があるときは、この限りでない。 
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考えられる。 

 

②我が国の刑法は、また、殺人、傷害、詐欺等の一定の犯罪については、第 3

条で、自国の領域内で犯された犯罪に加え、日本国外であっても、自国民

が犯した犯罪について日本の刑罰法規を適用する「属人主義」を採用して

いる。外国公務員贈賄罪については、不正競争防止法第 21 条第 10 項にお

いて、刑法第 3 条の例に従うと規定い、属人主義が採用されており、日本

国内で贈賄行為を行った者に加え、日本国外で贈賄行為を行った日本人に

ついても処罰されることとなる。 

 

③不正競争防止法第 21 条第 11 項96の規定により、日本国内に主たる事務所を

有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者であって、その法人

の業務に関し、日本国外において贈賄行為を行った日本国民以外の者も処

罰されることとなる。 

 

③なお、属地主義については、犯罪の構成要件の一部をなす行為が国内で行わ

れ、又は構成要件の一部である結果が国内で発生した場合には当該犯罪に

我が国の刑罰法規が適用される。 

 

④これを外国公務員贈賄罪について言えば、日本国内から外国公務員に対し

て電子メールや FAX 等で利益の供与の申込み、約束などが行われた場合

については、それに続く利益の供与が海外で行われたとしても、全体を包

括して国内犯ととらえることが可能であると考えられる。 

 

⑤また、外国法人についても、例えば、会社法上の外国会社97については不正

競争防止法第 22 条の両罰規定が適用され得るものと解される。 

 

（４）海外子会社（支店）や代理店（エージェント）を利用した利益の供与につ

いて 

 

貿易や対外投資などの国際的な商取引を行う際に、海外子会社（支店）や代

理店（エージェント）を利用することが多い。 

条約においては、外国公務員贈賄罪について共犯も処罰することが求めら

れていることから、海外子会社（支店）や代理店（エージェント）の従業員が

 
96「不正競争防止法等の一部を改正する法律（令和 5 年法律第 51 号）」により当該規定が新設された（令

和 6 年●月●日施行） 
97 会社法第 823 条において、「外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は

最も類似する会社とみなす」こととされている。また、伊東研祐「組織体刑事責任論」76 頁～79 頁、

成文堂、2012 年参照。 
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外国公務員に対する贈賄行為を行った場合、特に国内本社従業員の関与に留

意が必要である98。 

ここでは、海外子会社（支店）や代理店（エージェント）の従業員99による

外国公務員に対する贈賄行為に関し、国内本社従業員が関与している場合の

典型例について不正競争防止法の適用関係を整理する100。 

 

①海外子会社（支店）従業員と国内本社従業員との間に共謀が存在し、共謀共

同正犯101が成立する場合 

 海外子会社（支店）従業員と国内本社従業員が我が国国内で共謀した場

合、共謀の存在も罪となるべき事実の一部であり、かつ、これによって、共

同正犯の罪責が認められることから、構成要件の一部の実行地が国内であ

ると言えるため、実際の利益の供与が海外で行われていても、国内犯と考え

られる。 

 したがって、この場合、海外子会社（支店）従業員と国内本社従業員の双

方に外国公務員贈賄罪が適用されると解される。（この場合、外国公務員贈

賄罪が適用される海外子会社（支店）従業員は日本人に限定されない。）。 

 また、この場合、利益の供与が国内本社の業務に関して行われたと認めら

れる場合、両罰規定により国内本社が処罰され得ると解される。 

 

②国内本社従業員が教唆102又は幇助103し、海外子会社（支店）従業員が実行

行為を行った場合 

 正犯の実行行為（利益の供与等）が国外で行われた場合で、その教唆又は

幇助が我が国国内で行われたとき、実行行為を行った海外子会社（支店）の

日本人従業員104については、教唆、幇助を行った国内本社従業員とともに、

 
98 条約第 1 条 2 においては、「締約国は、外国公務員に対する贈賄行為の共犯 (教唆、ほう助

又は承認を含む。 )  を犯罪とするために必要な措置をとる。」こととされている。  

この点については、「刑法」第 60 条から第 65 条の共同正犯、教唆、幇助等に関する各規定が適用され

る。 

99 ここでは、海外子会社や代理店（エージェント）は、外国の法令に準拠して設立された法人（外国法

人）であるとする。なお、法人格を有しない海外支店・営業所等については、国内本社から独立した業務

主体ではなく、単に本社に従属する営業上の物的施設にすぎないため、海外支店・営業所等に勤務する者

は、国内本社の従業者であると考えられる。 
100 ここでは、海外子会社や代理店（エージェント）の従業員は、国内本社からの統制、監督を受けてい

ないこととする。国内本社からの統制、監督を受けている場合については３．（２）③を参照。 
101 共同正犯（刑法第 60 条）とは、「二人以上の者が共同して犯罪を実行すること」である。また、「数

人の者が犯罪を共謀し、その一部の者が犯罪を実行した場合に、実行行為を分担しない者」も正犯とし

て処罰されることがあり、これを共謀共同正犯という。 
102 教唆（刑法第 61 条）とは、「他人をそそのかして犯罪実行の決意を生じさせる行為」である。 
103 幇助（刑法第 62 条）とは、「実行行為以外の方法で正犯に加担する行為」である。 
104 国内本社からの統制、監督を受けていない、海外子会社の外国人従業員が実行行為を行った場合につ

いて、当該外国人従業員には外国公務員贈賄罪は適用されない。教唆犯、幇助犯については、「正犯につ
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外国公務員贈賄罪が適用されると解される105。 

 

③海外子会社（支店）の従業員が独自に、あるいは海外子会社（支店）のみの

指示を受けて利益供与を行った場合 

利益の供与等を行った海外子会社（支店）の日本人従業員や、それを指示

した海外子会社（支店）の日本人従業員については、外国公務員贈賄罪が適

用されると解される。一方、海外子会社（支店）の外国人従業員や、利益の

供与等に全く関与していない国内本社従業員については、外国公務員贈賄

罪は適用されないと解される。 

 

④海外の代理店（エージェント）を利用して利益の供与を行った場合 

海外子会社（支店）ではなく海外の代理店（エージェント）の従業員が利

益の供与等を行った場合についても、海外子会社（支店）の従業員が利益の

供与等を行った場合と変わるところはない（①～③・②と同様である。）。 

 

いずれにせよ、具体的な事例において、国内本社従業員との共謀の有無が

あったかどうか等については、個別具体的な事案ごとに司法の判断に委ねら

れる。 

また、仮に海外子会社（支店）や海外の代理店（エージェント）の従業員

について外国公務員贈賄罪が適用されない場合であっても、当該国における

（国内公務員に対する）贈賄罪の刑事責任を免れるものではなく、個別具体

的な事案ごとに当該国の司法の判断に委ねられるものである。 

 

 

４．外国公務員贈賄罪の適用事例 

 

 平成 10 年に不正競争防止法上に外国公務員贈賄罪が創設されてから、現在ま

 
いて不処罰であっても、犯罪論上犯罪が成立しないためではないと考えるべきであり、教唆犯、幇助犯に

ついては刑法が適用され、処罰が可能と解すべきである」、「もっとも、・・・特に正犯の行為が行為地法

では犯罪とならないものであるときは、その教唆、幇助を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くとい

わざるを得ず、・・・違法性阻却を認めるべきもののように思われる」（大塚仁ほか編「大コンメンタール

刑法 第 3 版 第 1 巻」87 頁、青林書院、2015 年）と指摘されている。 

105 共犯行為（教唆・幇助）と両罰規定の適用については、「従業者が正犯の場合のみ両罰規定が適用さ

れるとする見解（美濃部達吉・経済刑法の基礎理論 48 頁）と教唆犯、幇助犯の場合も含むとする見解

（総判刑（17）［金澤文雄］）が対立している。「違反行為」の文理解釈としては消極説も考えられるが、

刑事法においては、一般に正犯の構成要件を記載することにより、その修正形式である教唆犯、幇助犯を

も含ませている場合が多いこと（国外犯規定など）、これらの共犯形態についても、選任・監督の責任が

問題となることから、積極に解することが適当と思われる。もっとも、実際上は、このような場合、教唆

犯、幇助犯の行為がその属する事業主の業務に関すると認められる場合は余りないであろう。」（大塚仁ほ

か編「大コンメンタール刑法 第 3 版 第 1 巻」147 頁、青林書院、2015 年）と指摘されている。 
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でに訴追された事例は以下のとおりである（令和 52 年 96 月現在）。 

 

（１）フィリピン公務員に対する不正利益供与事案（福岡簡裁平成 19 年 3 月） 

福岡県に本店を置く設備工事等を営む会社我が国株式会社のフィリピン現

地法人に出向していた従業員 2 名が、フィリピン国家捜査局（NBI）が計画し

ていた事業の請負契約を早期に締結するために、NBI 幹部 2 人に対してゴル

フクラブセット等（約 80 万円相当）の利益を供与した事案。 

同事案においては、被告人 2 名に、それぞれ罰金 50 万円、罰金 20 万円が

科された。 

 

（２）ベトナム公務員に対する不正利益供与事案（東京地裁平成 21 年 1 月及び

3 月） 

東京都内に本店を置く被告人会社のき、土木建築事業に関するコンサルテ

ィング業務等を営む会社の代表取締役専務・営業本部長、道路交通事業部長、

被告会社のハノイ事務所所長、及び香港に登記簿上の本店を置き、被告会社の

実質的指揮監督下にある会社の登記簿上の代表者の従業員等であった 4名が、

ベトナム・ホーチミン市における幹線道路建設事業の契約に関する権限を有

していた業務管理局幹部に対し、契約締結等の謝礼を提供するとの契約締結

前からの同幹部との約束を実行して契約の履行を確保するとともに、契約を

早期かつ有利な条件で締結するなど、被告会社に有利な取り計らいを受けた

いとの趣旨の下に、に関するコンサルタント業務を受注した謝礼等の趣旨で、

同事業担当幹部に対して 2 度にわたり、それぞれ約 60 万米ドル（約 6,400 万

円相当）、約 20 万米ドル（約 2,600 万円相当）の利益を供与した事案。 

同事案においては、被告人 4 名に、それぞれ懲役 2 年 6 月、懲役 2 年、懲

役 1 年 6 月、懲役 1 年 8 月（それぞれ執行猶予 3 年。ただし、うち 1 名につ

いては別件詐欺罪を含む。）、被告人会社に罰金 7,000 万円が科された。なお、

本事案は、外国公務員贈賄罪における初の両罰規定適用事案である。 

量刑の理由では、被告会社は、本件により国際協力銀行から 24 か月間の円

借款事業に関する受注失格という重い処分を受けたほか、本件を含む一連の

不祥事によってその社会的信用を失い、40 年間の業績を誇る海外事業から撤

退を余儀なくされるなど相当の社会的制裁を受けたこと、被告会社としては

法的・社会的責任を果たした後清算に向けた手続に入る予定であること、被告

会社がこれまで長年にわたり厳しい環境の中での従業員らの懸命の努力によ

りアジア諸国の開発援助に多大なる貢献をしてきたことなどの事情が認めら

れた。 

※ 検察官は、本件起訴同日、既に起訴されていた被告人会社等に対する法人

税法違反事件について、設計等委託費に計上されていた前記現金約 60 万米

ドルを、租税特別措置法に基づき、損金不算入とし、平成 16 年 9 月期のほ

脱所得金額を約 6,600 万円、ほ脱税額を約 2,000 万円にそれぞれ増額する
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旨の訴因変更請求を行った。 

 

（３）中国の地方政府幹部に対する不正利益供与事案（名古屋簡裁平成 25 年 10

月） 

愛知県に本店を置く自動車関連部品製造事業等を営む株式会社の元専務が、

中国の現地工場の違法操業を見逃してもらうなどするため、地方政府の幹部

に対して、3 万香港ドル（約 42 万円相当の金銭（香港ドル）及び女性用バッ

グ（約 14 万円相当）を供与した事案。 

  同事案においては、被告人に、50 万円の罰金が科された。 

 

（４）インドネシア、ベトナム及びウズベキスタンにおける日本の円借款事業

（有償資金協力事業）を巡る不正利益供与事案（東京地裁平成 27 年 2 月） 

東京都に本店を置く鉄道コンサルタント事業等を営む株式会社の元社長、

元国際部長及び元経理担当取締役の 3 名が、インドネシア、ベトナム及びウ

ズベキスタンでの ODA 事業に関連し、鉄道公社関係者等に金銭を提供した事

案。 

具体的には、被告人らが、いずれも被告人会社が有利な取り計らいを受けた

いとの趣旨の下、対ベトナム円借款「ハノイ市都市鉄道 1 号線建設事業」に関

し、ベトナム鉄道公社関係者に約 7,000 万円の日本円を、また、対インドネシ

ア円借款「ジャワ南線複線化事業」に関し、インドネシア運輸省鉄道総局関係

者に約 15 億 3,000 万ルピア及び 500 万円（合計約 2,000 万円相当の金銭（日

本円及びルピア）を、ウズベキスタン円借款「カルシ・テルメズ鉄道電化事業」

に関し、ウズベキスタン鉄道公社関係者に約 57 万 7,000 米ドル（約 5,477 万

円相当の金銭（米国ドル）をそれぞれ供与したという事案である。 

同事案においては、被告人 3 名に、懲役 2 年（執行猶予 3 年）、懲役 3 年

（執行猶予 4 年）、懲役 2 年 6 か月（執行猶予 3 年）、被告人会社に罰金対し

9,000 万円の罰金が科された。 

量刑の理由では、相当の社会的制裁を受けたこと（被告人会社が海外事業か

らの撤退を余儀なくされたことや、国内でも多くの地方公共団体等から指名

競争入札について一定期間の指名停止処分を受けたこと）、その他、契約続行

が不可能になったことにより履行済みの部分の支払も受けられないなど巨額

の損失が発生したこと、支払済の賄賂を使途秘匿金として申告して納税した

こと、コンプライアンス体制を見直し再発防止の手段を講じたこと等が被告

人会社にとって有利な事情として挙げられた。 

 

（５）タイ王国公務員に対する不正利益供与事案（東京地裁平成 31 年 3 月及び

最高裁令和 4年 5月） 

横浜市に本店を置き、火力発電システム等に係る施設又は設備を構成する

ボイラー、ガスタービン等の機器及び装置の研究、開発、設計、調達、製造等
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に関する業務等を営む目的とする会社の元執行役員兼調達総括部長、調達総

括部ロジスティクス部長及び取締役常務執行役員兼エンジニアリング本部長

の 3 名が、現地の下請業者から派遣された者を介して、タイ王国の公務員に

金銭を供与した事案であり、合意制度106が適用された事案。 

具体的には、タイ王国の公務員に対し、新たに接岸する船舶の種別の変更

申請を行う等の正規の手続によらずに許可条件違反を黙認してはしけの仮桟

橋への接岸及び貨物の陸揚げを禁じないなどの有利かつ便宜な取り計らいを

受けたいとの趣旨の下に、現地の下請業者から派遣された者を介して、現金

1,100 万タイバーツ（約当時の円換算 3,993 万円相当）を供与したという事案

である。 

同事案においては、被告人 2 名に懲役 1 年 6 月（執行猶予 3 年）、被告人 1

名に懲役 1 年 4 月（執行猶予 3 年）が科された。本件は、合意制度が適用さ

れた結果、会社は刑事訴追を受けていない。 

 

（６）ベトナム公務員に対する不正利益供与事案（神戸簡裁令和元年 12 月） 

日本在住のベトナム人が、ベトナム人の在留資格の申請に必要な書類を不

正に交付してもらうために、在福岡ベトナム総領事館の領事（当時）に現金（計

15 万円）を供与した事案。 

同事案においては、被告人に、罰金 50 万円が科された。 

 

（７）ベトナム税関職員に対する不正利益供与事案（名古屋簡裁令和 2 年 1 月） 

電子機器製品の販売等を業とする会社の現地法人社長（当時）が、通関の違

反をめぐる追徴金を減額させるなど有利な取り計らいを受けるため、ベトナ

ムのハイフォン市税関局の幹部職員 2 人に 15 億ドン（約 735 万円相当）を

供与したという事案。 

同事案においては、被告人に、罰金 100 万円の罰金が科された。 

 

（８）ベトナム公務員に対する不正利益供与事案（神戸簡裁令和 2 年 6 月） 

日本在住のベトナム人が、婚姻届の提出に必要な添付書類を不正に交付し

てもらうために、在大阪ベトナム総領事館の領事（当時）に 10 万円供与する

とともに、別途 10 万円の供与の約束をした現金（約 10 万円）を供与するな

どした事案。 

同事案においては、被告人に、罰金 50 万円が科された。 

 

（９）ベトナム公務員に対する不正供与事案（津簡裁令和 2 年 7 月） 

日本在住のベトナム人が、婚姻届の提出に必要な添付書類を不正に交付し

 
106 平成 28 年 5 月 24 日に刑事訴訟法が改正され、導入された制度であり、平成 30 年 6 月に施行され

た。 
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てもらうために、在大阪ベトナム総領事館の領事（当時）に現金（計 14 万円）

を供与する約束をした事案。 

同事案においては、被告人に、罰金 50 万円が科された。 

 

（１０）ベトナム公務員に対する不正利益供与事案（神戸簡裁令和 4年 8月） 

富山県に本店を置く化学工業会社の代表取締役、及びベトナム現地法人の

代表取締役 2 名が、行政違反に対する罰金の減免等の有利な取り計らいを受

けたいとの趣旨の下、また、追徴課税の減免等の有利な取り計らいを受けたい

との趣旨の下に、ベトナム当局、税務局の職員に対し、それぞれ 8,000 万ドン

（約 39 万円相当）、7 億ドン（約 329 万円相当）を供与した事案。 

同事案においては、被告人 3 名に、罰金 100 万円、罰金 70 万円、罰金 40

万円が科された。 

 

（１１）大使館職員に対する不正利益供与事案（長崎簡裁令和 4年 8月） 

外国人招へい業務を営む会社の役員及び社員が、東京都内にある外国の大

使館において、外国人招へいにかかる認証手続を迅速に実施してもらうため

に、大使館職員に 8 万円を供与した事案。 

同事案においては、被告人 2 名に罰金 30 万円、被告会社に罰金 30 万円が

科された。 

 

（１２）ベトナム税関職員に対する不正利益供与事案（東京地裁令和 4年 11月） 

東京都に本店を置くプラスチック製品販売会社の代表取締役、執行役員兼

経営企画部長、及びベトナム現地法人の代表者が、通関後検査における追徴課

税の減免等の有利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下、また、税務調査にお

ける追徴課税の減免等の有利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に、ベト

ナム税関局、税務局の職員に対し、それぞれ 20 億ドン（約 980 万円相当）、

30 億ドン（約 1,380 万円相当）を供与した事案。 

同事案においては、被告人 3 名に、懲役 1 年（執行猶予 3 年）、1 年 6 月（執

行猶予 3 年）、1 年 6 月（執行猶予 3 年）、被告会社に罰金 2,500 万円が科さ

れた。 

量刑の理由では、被告会社について、本件各犯行について第三者委員会を設

置した上、検察庁に自主申告をして事案解明に協力しているほか、コンプライ

アンス体制を見直して再発防止の手段を講じたことが有利な事情として挙げ

られた。 
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第４章 その他関連事項 

 

本章においては、不正競争防止法以外の外国公務員贈賄に関連する国内措置

及び海外における関連情報を提供する。当該情報についても各企業における対

策を検討するにあたっての基礎情報等として活用されることが期待される。 

 

 

１．OECD 条約の義務を履行するための関連措置 

 

 OECD 条約の義務を履行するに当たっては、不正競争防止法に基づく法的措

置以外にも、他法令等を活用した手当を行っている。OECD 条約の条文に沿っ

た対応措置の概要は、以下のとおりである。 

 

（１）通報（条約第 1 条関係） 

 条約第 1 条では、外国公務員に対する贈賄について自国の法令の下で犯罪

とするために必要な措置をとることとされている。 

 この点、公益通報者保護法107の対象法律として不正競争防止法を指定し、

外国公務員に対する贈賄行為について、所定の要件を満たして公益通報を行

った労働者を、日本国内の事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護す

ることにより、外国公務員贈賄罪の発見に関する措置をとっている。 

 

（２）収益の没収（条約第 3 条関係）、資金洗浄（条約第 7 条関係） 

 条約第 3 条 3 では、「締約国は、賄賂及び外国公務員に対する贈賄を通じ

て得た収益（又は収益に相当する価値を有する財産）を押収し若しくは没収し

又は同等な効果を有する金銭的制裁を適用するために必要な措置をとる」こ

ととされている。 

 我が国では、前述の不正競争防止法の両罰規定による金銭的制裁があるこ

とに加え、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下

「組織的犯罪処罰法」という。）」第 2 条第 2 項第 1 号イは、「・・・長期四

年以上の懲役・・・の刑が定められている罪」の犯罪行為により生じ、若しく

は当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産を組

織的犯罪処罰法の「犯罪収益」とし、組織的犯罪処罰法第 13 条において「犯

罪収益」を没収することができる旨規定しているところ、外国公務員贈賄罪の

法定刑は不正競争防止法第 21 条第 2 項第 7 号において「五年以下の懲役」と

 
107 詳細は、公益通報者保護制度ウェブサイト参照（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_sys

tem/whisleblower_protection_system/）。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/
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規定されていることから、贈賄側の得た財産は「犯罪収益」に該当し、没収の

対象となり得る。 

また、組織的犯罪処罰法第 2 条第 2 項第 3 号ロは、外国公務員等に「供与

された財産」（すなわち収賄側の得た財産）についても同法の「犯罪収益」と

し、没収の対象となり得る。 

 

 なお、条約第 7 条では、「資金洗浄に係る法制の適用において自国の公務

員に関する贈賄又は収賄を前提犯罪としている締約国は、外国公務員に対す

る贈賄についても、その行われた場所にかかわらず、同一の条件で資金洗浄に

係る法制を適用する」こととされているところ、組織的犯罪処罰法第 10 条は、

犯罪収益等を隠匿する行為等を処罰の対象としている。 

 

（３）会計（条約第 8 条関係） 

 条約第 8 条では、外国公務員に対する不正な利益の供与の隠蔽等を目的と

した、帳簿や財務諸表等における欠落や虚偽の記載に対しても、必要な措置を

講じることとされている。 

 我が国においては、「企業会計原則」一般原則及び「財務諸表等の用語、様

式又は作成方法に関する規則」第 5 条に基づき、虚偽記載等を禁止している。

加えて、違反行為に対しては、民事上の措置として、金融商品取引法第 18 条、

第 21 条、第 22 条、第 24 条の 4、行政上又は刑事上の措置として会社法第

976 条、金融商品取引法第 10 条、第 24 条の 2、第 172 条、第 172 条の 2、

第 172 条の 3、第 172 条の 4、第 197 条、第 197 条の 2、第 207 条、公認会

計士法第 30 条、第 31 条の 2、第 34 条の 21、第 34 条の 21 の 2 が適用され

る。 

 

（４）法律上の相互援助(条約第 9 条関係)、犯罪人の引渡し（条約第 10 条関係） 

 条約第 9 条では、迅速かつ効果的な法律上の援助を他の締約国に与える等

法律上の相互援助の規定が設けられている。 

 この点については、「国際捜査共助等に関する法律」、「外国裁判所ノ嘱託

ニ因ル共助法」に定められる手続を通じ、適切に対応することが可能である。 

 また、条約第 10 条によれば、外国公務員に対する贈賄については、各国国

内法及び締約国間の犯罪人引渡条約により引渡可能な犯罪とすること108、引

渡し請求を受けた者が自国民であっても請求国へ引き渡すか又は自国民であ

ることのみを理由に引渡しの請求を拒否した場合には被要請国において権限

ある当局に事件を付託すること等が求められている。 

 
108 なお、犯罪人引渡条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国においては、OECD 外国公務員贈

賄防止条約を外国公務員贈賄に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができることとされ

ている（条約第 10 条 2）。 
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 不正競争防止法の外国公務員贈賄罪は、長期 3 年以上の懲役に処すべき罪

に該当し、「逃亡犯罪人引渡法」により引渡し可能な犯罪である。 

 

（５）監視及び事後措置（条約第 12 条関係） 

 各締約国の措置の同等性を確保することが必要であるとの認識の下、条約

第 12 条においては、条約の完全な実施の監視及び促進のための締約国間の協

力が求められている。 

 

これを受け、OECD 贈賄作業部会において、平成 11 年 2 月の条約発効後、

条約締約国の実施法の整合性審査（フェーズ 1 審査）、当該審査の指摘事項

についてのフォローアップ審査（フェーズ 1 プラス審査）、実施法の運用状

況（実効性）の審査（フェーズ 2 審査）、フェーズ 2 審査のフォローアップ、

及び執行面に重点を置いた審査（フェーズ 3 審査）、フェーズ 3 審査のフォ

ローアップ、主要な贈賄作業部会の横断的な課題やフェーズ 3 審査までに確

認された指摘事項等の進捗に関する審査（フェーズ 4 審査）、フェーズ 4 審

査のフォローアップが順次行われており、全条約加盟国の制度・運用が継続的

に監視されている。 

また、平成 28 年より、主要な贈賄作業部会横断的な課題や、フェーズ 3 審

査までに確認された指摘事項等の進捗に関する審査（フェーズ 4 審査）が開

始された。 

 我が国に対しても、フェーズ 4 審査のフォローアップまでが実施されてお

り、平成 11 年 10 月にフェーズ 1 審査、平成 14 年 54 月にフェーズ 1 プラス

審査報告書（フェーズ 1 プラス審査の結果を含む。）、平成 16 年 12 月及び

平成 17 年 31 月にフェーズ 2 審査報告書、平成 18 年 6 月にフェーズ 2bis 審

査報告書、平成 19 年 10 月にフェーズ 2 フォローアップ審査報告書、平成 23

年 12 月にフェーズ 3 審査報告書、平成 26 年 2 月にフェーズ 3 フォローアッ

プ審査報告書、令和元年 6 月にフェーズ 4 審査報告書、令和 3 年 10 月にフェ

ーズ４フォローアップ審査報告書が贈賄作業部会で採択され、公表されてい

るが行われた109。 

 

 

  

 
109 https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/japan-oecdanti-briberyconvention.htm 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/japan-oecdanti-briberyconvention.htm
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２．その他国内における関連施策 

 

 その他 OECD 条約に基づく措置以外にも、政府及び政府関係機関においても、

外国公務員贈賄を防止する等腐敗防止に資する対策を講じている。特に関連の

深いものとしては、以下の 2 つがあげられる。 

 

（１）輸出信用に関する措置 

 OECD 輸出信用グループにおいては、公的輸出信用の分野において、贈賄

を阻止するための適切な手段をとること、又は贈賄行為が公的輸出信用の契

約に含まれる場合に適切な対応をとること等につき、「輸出信用と贈賄に関す

る行動声明」（平成 12 年 12 月 OECD 輸出信用アレンジメント輸出信用部

会合意）として承認した。その後、この行動声明の取組内容を一層前進させる

ものとして、平成 18 年 12 月、OECD 理事会において、「公的輸出信用と贈

賄に関する OECD 理事会勧告」が、その後平成 31年 3 月にその改訂版（OECD

贈賄新勧告110）が採択された。これにより、OECD 諸国の公的輸出信用に関

する関係機関において、同等の措置を講じることが求められている。 

 我が国においては、株式会社日本貿易保険（NEXI）及び株式会社国際協力

銀行（JBIC）が、本 OECD 贈賄新勧告を踏まえて令和 2 年 4 月より輸出企

業等及び保険契約を申し込む企業等に関連し以下の措置を講じているところ

である111。 

 

（NEXI） 

○ 保険の申込みに際し、保険契約を申し込む企業等に対して、当該企業及び

当該企業の役員、従業員、申込対象取引に係る代理人(保険申込企業等)が、

申込対象取引に関して、不正競争防止法で禁止される外国公務員等への贈

賄行為に対する贈賄行為に関与していないこと及び今後も関与しないこ

と等を誓約させる。 

 

○ 保険の申込みに際し、保険契約を申し込む企業等に対して、以下の事項の

うち該当する事項がある場合には申告させる。 

－保険申込企業等が、現在、贈賄を禁止する法令(外国法令を含む)に違反

した罪により、いずれかの国において起訴され、又は正式捜査を受けて

いる。 

 
110 OECD 贈賄新勧告では、外国公務員に加え国内公務員向け贈賄や民間間の贈賄（輸出契約等に係る民

間間贈賄は自国の法体系で禁止されている場合が対象）についても対象となる。また、贈賄の主体に

は、輸出企業等や保険を申込む企業だけでなく借入人等の関係当事者も含まれうる。 
111 NEXI: https://www.nexi.go.jp/international/measures/index.html,  

JBIC: https://www.jbic.go.jp/ja/support-menu/export/prevention.html 

https://www.nexi.go.jp/international/measures/index.html
https://www.jbic.go.jp/ja/support-menu/export/prevention.html
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－保険申込企業等が、過去 5 年間に、贈賄を禁止する法令(外国法令を含

む)に違反した罪により、いずれかの国において有罪判決若しくはこれ

と同等の措置(司法取引による起訴猶予や行政処分を含むがこれに限

らない。) を受けたことがあるか又は仲裁判断 (公表されているもの

に限る。) において贈賄に関与したものと認定されたことがある。 

 

○ 上記申告事項に該当する場合、申込対象取引に係る贈賄関与のリスクもよ

り慎重に確認する必要があるため、通常よりも厳格なデュー・デリジェン

ス（OECD 贈賄新勧告で定める Enhanced Due Diligence を指す。）を実

施し、適切な内部の是正措置や予防措置が取られ、維持され、文書による

ルール化が行われていること等を確認する。 

 

○ 保険契約締結前に、保険契約の対象となる取引について贈賄が関与してい

る疑いが判明した場合にはその締結を保留し、その上で保険申込企業等が

贈賄に関与しているとの結論に至ったときは引受を拒絶することとして

いる。 

 

○ 保険契約締結後に、保険契約の対象となる取引において、保険申込企業等

が贈賄行為へ関与しているとの結論に至った場合には、保険金支払いを拒

否し、若しくは支払済保険金の返還を受け、又は保険契約を解除する等の

適切な措置を講ずる。 

 

（JBIC） 

○ 貸付等の検討に際して、以下の事項等について、輸出企業等に誓約・確認

を行う。 

－輸出企業及び輸出企業の代表者、役員、代理人、使用人、その他の従業

員（輸出企業関係者）が、輸出契約又は売買契約（本契約）に関して不

正競争防止法で禁止される外国公務員等への贈賄行為に関与しておら

ず、また今後も関与しないこと。 

－輸出企業及び輸出企業関係者が国内外のビジネス行為に係る贈賄行為

の容疑により起訴されている場合、同者の知りうる限りにおいて捜査

対象となっている場合、過去 5 年間に有罪判決若しくは同等の処分（自

白・自己申告に基づく処分、司法取引等）を受けている場合、又は公開

された仲裁判断に基づき贈賄行為に関与したことが発覚している場合

には、かかる情報を JBIC に提供すること。 

 

○ かかる情報が提供された場合、本契約に基づく取引に係る贈賄関与のリス

クをより慎重に確認する必要があるため、通常よりも厳格なデュー・デリ

ジェンス（OECD 贈賄新勧告で定める Enhanced Due Diligence を指す。）
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を実施するなどの適切な措置を取る。 

 

○ 本契約に関して、贈賄行為への関与が認められた場合には、以下の対応を

行う。 

（貸付等の実行前） 捜査当局への情報提供、融資の拒否、貸出停止、又

は融資未実行残高の取り消しなどの適切な措置を取る。 

（貸付等の実行後） 捜査当局への情報提供、強制期限前弁済などの適切  

な措置を取る。 

 

（２）ODA（政府開発援助）に関する措置 

平成 27 年 2 月に閣議決定がされた「開発協力大綱」においても、以下のと

おり開発協力に関し「不正腐敗の防止」を実施上の原則の 1 つとしている。外

国公務員に対する贈賄行為についても、かかる方針の主要項目の一つである。 

（１）実施上の原則 

イ 開発協力の適正性確保のための原則 

（キ）不正腐敗の防止 

開発協力の実施においては，不正腐敗を防止することが必要である。受注

企業の法令遵守体制構築に資する措置を講じつつ，相手国と連携し，相手

国のガバナンス強化を含め，不正腐敗を防止するための環境を共に醸成し

ていく。この観点からも，案件実施に当たっては，適正手続を確保し，実

施プロセスにおける透明性の確保に努める。  

このように、開発協力に関連して外務省、独立行政法人国際協力機構（JICA）

等政府及び政府関係機関においては、外国公務員贈賄に関与した者に対して、

個々の事例に応じ、一定の範囲内で制裁的措置を講ずることとしている。 

このような対策を通じ、我が国の開発協力に関連して、外国公務員への贈賄

行為が行われることのないよう留意されているところである。 

 

【参考 1】「政府開発援助（ODA）の不正・腐敗事件の再発防止に向けて」（平

成 21 年 9 月） 

日本の円借款事業に関して不正利益供与事案が起きたことを受けて112、外

務大臣の下に設置された外部有識者による「ODA の不正・腐敗事件の再発

防止のための検討会」により、主に以下の方策が提言された113。 

１. 外務省、JICA による取組 

①企業に対する措置規定の強化 

 
112 第 3 章 4．（2） 参照 
113 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/f_boushi.html  

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/f_boushi.html
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②不正情報受付窓口の活用 

③JICA による選定・契約へ積極的な関与 

④案件モニタリングの強化 

２. 企業に対する方策 

①コンプライアンスを高めるための方策 

②企業の国際競争標準に対する認知度を高めるための方策 

３. 相手国に対する方策 

①不正事案が起こった国への ODA 供与方針 

②ガバナンス強化に向けた方策 

③キャパシティビルディングに向けた方法 

４. 国際的枠組みにおける取組 

５. 提言へのフォローアップ  

 

【参考 2】外務省及び JICA の措置要領/規程と外国公務員贈賄 

外務省及び JICA では、「日本国の ODA 事業において不正行為を行った者

等に対する措置要領」及び「独立行政法人国際協力機構が実施する資金協力事

業における不正行為等措置規程」、「独立行政法人国際協力機構が行う契約に

おける不正行為等に対する措置規程」に基づいて、従来より外国公務員贈賄等

の不正を行ったものに対し契約を承認しない又は入札参加資格を停止する措

置を講じてきている。外務省は、上記【参考 1】に記載する検討会の提言を受

け、企業に対する措置規定の強化に向けた取組の一つとして､平成 23 年 2 月､

措置要領の外国公務員贈賄に係る措置期間の上限を 12 か月から 36 か月に引

き上げた。 

 

【参考 3】「政府開発援助（ODA）事業における不正腐敗（再発防止策の更な

る強化）」（平成 26 年 10 月）114 

インドネシア、ベトナム及びウズベキスタンにおける ODA 事業を巡る不正

利益供与事案115が明らかになったことを受けて、同様の事態が生じるのを未

然に抑止するため、上記再発防止策の更なる強化を図るべく、以下の取組が講

じられることとなった。 

   １．不正腐敗情報に係る窓口の強化 

    ①「相談」機能の強化、ホームページ上の英語や現地語による通報の

受付。 

②自主的に不正を申告した企業については、入札から一定期間排除す

る措置を減免。 

   ２．不正に関与した企業に対する措置に係る規程の更なる強化 

 
114 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/f_boshi/201410_kyouka.html 

115 第 3 章 4．（4） 参照 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/f_boshi/201410_kyouka.html
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   ３．「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」116の策定 

   ４．企業のコンプライアンス強化のための方策 

   ５．相手国政府への一層の働きかけ 

   ６．相手国のガバナンス強化、不正腐敗防止に関する能力向上支援 

 

（３）合意制度（刑事訴訟法第 350 条の 2） 

平成 28 年 5 月の刑事訴訟法の改正により、合意制度が導入され、平成 30 年

6 月に施行された。 

不正競争防止法の罪は、合意制度の対象犯罪となっていることから、当該制度

の導入により、不正競争防止法の罪について、検察官と被疑者・被告人が、弁護

人の同意がある場合、被疑者・被告人が他人の刑事事件について供述をするなど

の協力行為をし、検察官が、被疑者・被告人の事件について、不起訴にしたり、

軽い求刑をするなどの有利な扱いをすることを内容とする合意をすることがで

きるようになった。 

 

 

３.国際的な諸外国等の法制度及び運用に関する動向 

 

（１）諸外国における法制度・執行状況運用の概要 

 条約加盟国の法制度・執行運用状況については、OECD において随時フォ

ローアップされているところであり、これを通じ関係国の情報を入手するこ

とが可能である117。 

 

  加えて、平成 15 年 6 月には、外務省において、諸外国における法制度を関

係国に対し調査を実施した。その結果、米国、韓国、ポーランド、カナダ、ス

ウェーデンの 5 ヶ国において起訴事例が報告されている118。 

 

 
116 https://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf 

117 OECD における条約の履行状況に関する相互審査結果に関する情報については、以下を参照。 

https://www.oecd.org/investment/countryreportsontheimplementationoftheoecdanti-briberyconven

tion.htm 
各国における執行状況については、以下を参照。 

https://www.oecd.org/corruption/data-on-enforcement-of-the-anti-bribery-convention.htm 

https://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-briberyconvention/phase1countrymonitoringofthe

oecdanti-briberyconvention.htm（フェーズ 1 審査） 

https://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-briberyconvention/phase2countrymonitoringofthe

oecdanti-briberyconvention.htm（フェーズ 2 審査） 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/phase3countrymonitoringoftheoecdanti

-briberyconvention.htm（フェーズ 3 審査） 
118 本調査によれば、米国では 45 件、韓国では 2 件、スウェーデン 1 件、カナダ 1 件などの起訴事例が

ある。（韓国については平成 15 年 3 月現在、その他の国については、平成 14 年 1 月現在。） 

https://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf
https://www.oecd.org/investment/countryreportsontheimplementationoftheoecdanti-briberyconvention.htm
https://www.oecd.org/investment/countryreportsontheimplementationoftheoecdanti-briberyconvention.htm
https://www.oecd.org/corruption/data-on-enforcement-of-the-anti-bribery-convention.htm
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（２）OECD 多国籍企業行動指針119 

  平成 23 年 5 月の 2011 年 OECD 閣僚理事会で「OECD 国際投資及び多

国籍企業に関する宣言」に参加する 42 ヶ国政府により「OECD 多国籍企業

行動指針」が採択された。本指針においては、多国籍企業が贈賄の防止のため

に企業がとるべき 7 項目の行動についても言及されている。 

  例えば、以下のような項目が提言として盛り込まれており、企業が取り組み

を行う上で参考となり得る。 

○ 公務員又は取引先従業員に対し、不当な金銭上又は他の利益を供与・申

し出若しくは約束をしない。同様に、企業は、公務員又は取引先従業員

から不当な金銭又は他の利益を収受し、又はその約束若しくは同意をし

てはならない。企業は、代理人、代理店及びその他の仲介人、コンサル

タント、代表者、流通業者、共同事業体、契約者、製造業者及び合弁事

業者等の第三者を、公務員又はその取引先従業員、又はこれらの者の親

類若しくは共同事業者に対する不当な金銭上又は他の利益を経由させ

る手段として利用してはならない。 

○ 贈賄の防止及び発見を図るため、適正な内部統制、倫理基準並びに法令

遵守計画又はその方策を構築し採用する。これらは、個々の企業をとり

まく事情、特に企業が直面する贈賄のリスク（活動地域及び産業部門に

起因するもの等）を分析した結果に基づいて開発されるべきである。こ

れらの内部統制、倫理基準、並びに法令遵守計画又はその方策は、贈賄

又は贈賄を隠蔽する目的に利用されないことを確保するため、公平で正

確な帳簿、記録、会計を維持するために設計された合理的な内部統制シ

ステムを初めとする財務及び会計手続を含むものとすべきである。企業

の内部統制、倫理基準並びに法令遵守計画又はその方策の継続的な実効

性を確保し、また、企業が贈賄、贈賄要求、金品の強要に加担するリス

クを軽減するため、個々の企業を取り巻く事情及び贈賄のリスクは、必

要に応じて定期的に再評価されなければならない。 

 

（２）腐敗防止に関する国際動向 

平成 22 年 6 月、G20 首脳は、腐敗防止の国際的な取り組みに実際的かつ価

値のある貢献を行い、模範を示す方法について包括的な提言を行うための、専

門家による作業部会の設置に合意した120。同年 11 月には G20 首脳による「腐

敗対策行動計画」が採択された121。 

その後、G20 や IPEF 等の国際枠組みにおいて、腐敗問題への取り組み強

化が、繰り返し提言されている。 

 

 
119 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/housin.html。同指針の仮訳は、https://www.mofa.go.jp/mo

faj/gaiko/csr/pdfs/takoku_ho.pdf 

 

120 G20 トロント・サミット宣言の仮訳は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/toronto2010/senge

n_ky.html。 
121 「行動計画」の仮訳は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/seoul2010/annex3.html。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/toronto2010/sengen_ky.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/toronto2010/sengen_ky.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/seoul2010/annex3.html
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G20 バリ首脳宣言（令和 4 年 11 月 15 日）122 

（仮訳・抜粋） 

我々は、我々のコミットメントを想起し、全ての国に対し、外国の公務員に対す

るものを含む贈賄を犯罪化し、贈賄を効果的に防止、撲滅、探知、捜査、起訴及

び制裁することを求める。我々は、「グローブ・ネットワーク」や腐敗公務員の

入国拒否に関する G20 専門家ネットワークといった既存のネットワーク及びイ

ニシアティブの任意の活用を含め、組織犯罪に関連する腐敗及びマネーロンダ

リングを含む経済犯罪と戦うための国際協力及び法的枠組の強化に更に取り組

む。我々は、国連腐敗防止条約（UNCAC）第 16 条に沿った外国贈収賄の犯罪

化及び外国贈収賄法の執行に向けた我々の行動に関する情報を共有し、適切な

場合には、OECD 外国公務員贈賄防止条約への参加を拡大することを期待する。 

 

繁栄のためのインド太平洋経済枠組み（IPEF）に関する声明（令和 4 年 5 月 23

日）123 

（仮訳・抜粋） 

税・腐敗防止：我々は、インド太平洋地域における租税回避及び腐敗を抑制する

ために、既存の多国間の義務、基準、及び協定に沿った、効果的で強固な税制、

マネーロンダリング防止、及び贈収賄防止制度を制定し、施行することにより、

公正な経済を促進することにコミットする。 

 

（３）国際機関・海外当局発行のガイドライン 

企業における外国公務員贈賄防止体制の構築に関し、国際機関・海外当局が策

定したガイドライン等を以下に例示する。 

 

1. Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and 

Compliance124 

○ OECD 理事会勧告「さらなる贈賄防止に向けた勧告」の附属書Ⅱ

として、2010 年に採択された後、2021 年に改訂。 

○ コンプライアンス・プログラムは、企業が直面する海外贈収賄リス

ク（地理的・産業的な事業部門、規制環境、潜在的な顧客やビジネ

ス・パートナー、外国政府との取引、第三者の利用など）に対応す

るリスク評価に基づいて策定されるべきであり、リスクは、定期的

に監視、再評価され、必要に応じてコンプライアンス・リソースの

配分を決定すべき旨を指摘。 

○ 効果的な内部統制、倫理、コンプライアンス・プログラム又は対策

を確保するための 16 のグッド・プラクティスを提示。 

 

 
122 宣言の仮訳は、https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100422034.pdf。 
123 声明の仮訳は、https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220523003/20220523003_2.pdf。 
124 https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378  

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100422034.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0378
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2. Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business125 

○ OECD、国連薬物犯罪事務所（UNODC）、世界銀行が共同で策定

し、公表。 

○ 既存の腐敗防止に関する主要なガイドラインを一つの参考資料に

まとめ、実際にこれらのガイドラインを適用している企業のケー

ススタディを掲載。 

 

3. A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment126 

○ 国連グローバル・コンパクト127が策定し、公表。 

○ 効果的な腐敗防止プログラムの重要な要素の一つである、リスク

評価の実施方法について、①プロセスの確立、②リスクの特定、③

リスクの評価、④リスクの緩和策の特定、⑤残存リスクの算出、⑥

行動計画の策定、の 6 ステップからなるガイダンスを提示。 

 

4. A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Second 

Edition128 

○ 米国 Foreign Corrupt Practices Act（米国 FCPA）の解釈等を示

したリソースガイド。 

○ 米国司法省（DOJ）、米国証券取引委員会（SEC）が企業のコンプ

ライアンス・プログラムを評価する際に考慮する基本的な要素と

して、幹部の取組姿勢及び明確な腐敗防止指針、行動規範及びコン

プライアンス方針、監査・自律性及びリソース、リスク評価、研修

及び助言の継続、インセンティブ及び懲戒処分、第三者に対するデ

ュー・デリジェンス、内部通報及び社内調査、定期的な改善等を提

示。 

 

5. The Bribery Act 2010 Guidance129 

○ 英国 Bribery Act 2010 の解釈等を示したガイダンス。 

○ 贈賄防止を望む営利組織がとるべき措置の 6 原則として、①贈賄

リスクに応じた措置、②企業のトップレベルの関与、③リスク評

価、④デュー・デリジェンス、⑤コミュニケーション（研修含む）、

⑥防止体制の監視と見直し、を提示。 

 
125 https://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf 
126 https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2FAnti-Corruption%2FRiskAssessmentG

uide.pdf  
127 1999 年の世界経済フォーラムにおいて、コフィー・アナン国連事務総長（当時）が提唱したイニシ

アチブであり、2000 年に正式に発足。国連グローバル・コンパクトに署名する企業・団体は、人権の保

護、不当な労働の排除、環境への対応、そして腐敗の防止に関わる 10 の原則に賛同し、企業・団体の

トップ自らのコミットメントのもと、その実現に向けて努力を継続することが求められている。 

128 コンプラインアンス・プログラムの評価の際に考慮される基本的な要素について、54 頁～68 頁に記

載。https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download  
129 6 原則について、20～31 頁に記載。https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-

2010-guidance.pdf 

https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2FAnti-Corruption%2FRiskAssessmentGuide.pdf
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2FAnti-Corruption%2FRiskAssessmentGuide.pdf
https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download
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○国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約 

 

前文 

締約国は、 

贈賄が国際商取引（貿易及び投資を含む。）において広範にみられる現象であり、深刻な

道義的及び政治的問題を引き起こし、良い統治及び経済発展を阻害し並びに国際的な競争

条件を歪めていることを考慮し、 

すべての国が国際商取引における贈賄を防止する責任を共有することを考慮し、 

千九百九十七年五月二十三日に経済協力開発機構（OECD）の理事会において採択された

「国際商取引における贈賄の防止に関する改訂勧告（C（九七）一二三最終版）」において、

国際商取引における外国公務員に対する贈賄を抑止し及び防止するための効果的な手段、

特に、当該勧告に掲げる合意された共通の要素及び各国の基本的な法的原則（裁判権に関す

るものを含む。）に合致した方法により、かつ、効果的で協調された態様により、当該贈賄

を速やかに犯罪とすることが求められていることを尊重し、 

他の近年の進展（国際連合、世界銀行、国際通貨基金、世界貿易機関、米州機構、欧州評

議会及び欧州連合の活動を含む。）により、公務員に対する贈賄の防止に関する国際的な理

解及び協力が更に進められていることを歓迎し、 

贈賄を防止するための企業、商業団体、労働組合及び他の非政府機関による努力を歓迎し、 

国際商取引において個人又は企業に対し賄賂が要求されることを防止する上での政府の

役割を認識し、 

この分野において進展を図るためには、一国における努力のみならず、多数国間の協力、

監視及び事後措置が必要であることを認識し、 

締約国においてとられる措置の間の同等性を達成することがこの条約の不可欠の目的で

あり、このためそのような同等性から逸脱することなしに条約を批准することが必要であ

ることを認識して、 

次のとおり協定した。 

 

第一条 外国公務員に対する贈賄 

１ 締約国は、ある者が故意に、国際商取引において商取引又は他の不当な利益を取得し又

は維持するために、外国公務員に対し、当該外国公務員が公務の遂行に関して行動し又は

行動を差し控えることを目的として、当該外国公務員又は第三者のために金銭上又はその

他の不当な利益を直接に又は仲介者を通じて申し出、約束し又は供与することを、自国の

法令の下で犯罪とするために必要な措置をとる。 

２ 締約国は、外国公務員に対する贈賄行為の共犯（教唆、ほう助又は承認を含む。）を犯

罪とするために必要な措置をとる。外国公務員に対する贈賄の未遂及び共謀については、

自国の公務員に対する贈賄の未遂及び共謀と同一の程度まで、犯罪とする。 

３ 1及び2に定める犯罪を、以下「外国公務員に対する贈賄」という。 

４ この条約の適用上、 
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ａ 「外国公務員」とは、外国の立法、行政又は司法に属する職にある者（任命されたか

選出されたかを問わない。）、外国のために公的な任務を遂行する者（当該外国の公的機

関又は公的な企業のために任務を遂行する者を含む。）及び公的国際機関の職員又はそ

の事務受託者をいう。 

ｂ 「外国」には、国から地方までのすべての段階又は区分の政府を含む。 

ｃ 「外国公務員が公務の遂行に関して行動し又は行動を差し控える」というときは、当

該外国公務員に認められた権限の範囲内であるかないかを問わず、その地位を利用する

ことを含む。 

 

第二条 法人の責任 

締約国は、自国の法的原則に従って、外国公務員に対する贈賄について法人の責任を確立

するために必要な措置をとる。 

 

第三条 制裁 

１ 外国公務員に対する贈賄には、効果的で、均衡がとれたかつ抑止力のある刑罰を科する。

刑罰の範囲は、自国の公務員に対する贈賄に適用されるものと同等のものとし、また、自

然人の場合には、効果的な法律上の相互援助及び引渡しを可能とするために十分な自由の

剥奪を含むものとする。 

２ 締約国は、その法制において刑事責任が法人に適用されない場合には、外国公務員に対

する贈賄について、刑罰以外の制裁（金銭的制裁を含む。）であって、効果的で、均衡が

とれたかつ抑止力のあるものが法人に科されることを確保する。 

３ 締約国は、賄賂及び外国公務員に対する贈賄を通じて得た収益（又は収益に相当する価

値を有する財産）を押収し若しくは没収し又は同等な効果を有する金銭的制裁を適用する

ために必要な措置をとる。 

４ 締約国は、外国公務員に対する贈賄について制裁の対象となる者に対し、追加的な民事

上又は行政上の制裁を科することについて考慮する。 

 

第四条 裁判権 

１ 締約国は、自国の領域内において外国公務員に対する贈賄の全部又は一部が行われた

場合においてこの犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。 

２ 国外において自国の国民によって行われた犯罪について裁判権を設定している締約国

は、そのような裁判権の設定に関する原則と同一の原則により、外国公務員に対する贈賄

についても、国外において自国の国民によって行われた場合において自国の裁判権を設定

するため、必要な措置をとる。 

３ この条約に定める犯罪が行われたとされる場合に二以上の国が裁判権を有するときに

は、関係締約国は、そのいずれかの要請により、訴追のために最も適した裁判権を有する

国を決定するために協議を行う。 

４ 締約国は、裁判権の設定に関する現行の基準が、外国公務員に対する贈賄を防止する上

で効果的であるかないかを見直し、効果的でない場合には、改善措置をとる。 
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第五条 執行 

外国公務員に対する贈賄の捜査及び訴追は、締約国において適用される規則及び原則に従

う。外国公務員に対する贈賄の捜査及び訴追は、経済上の国家的利益に対する配慮、他国と

の関係に対する潜在的影響又は関係する自然人若しくは法人がいずれであるかに影響され

てはならない。 

 

第六条 出訴期限 

外国公務員に対する贈賄に適用される出訴期限は、この犯罪の捜査及び訴追のために適切

な期間を与えるものとする。 

 

第七条 資金洗浄 

資金洗浄に係る法制の適用において自国の公務員に関する贈賄又は収賄を前提犯罪とし

ている締約国は、外国公務員に対する贈賄についても、その行われた場所にかかわらず、同

一の条件で資金洗浄に係る法制を適用する。 

 

第八条 会計 

１ 締約国は、外国公務員に対する贈賄を効果的に防止するために、帳簿及び記録の保持、

財務諸表の開示並びに会計及び監査の基準に関する自国の法令の範囲内で、これらの法令

に服する企業が、外国公務員に対して贈賄を行い又はそのような贈賄を隠蔽することを目

的として、簿外勘定を設定し、帳簿外での取引若しくは不適切に識別された取引を実施し、

架空の支出を記載し、目的が不正確に識別された負債を記入し又は虚偽の書類を使用する

ことを禁止するために必要な措置をとる。 

２ 締約国は、1の企業の帳簿、記録、勘定又は財務諸表における1に規定する欠落又は虚偽

の記載に関し、効果的で、均衡がとれたかつ抑止力のある民事上、行政上又は刑事上の罰

則を定める。 

 

第九条 法律上の相互援助 

１ 締約国は、国内法並びに関連する条約及び取決めに基づき最大限に可能な範囲で、この

条約に定める犯罪について他の締約国によって行われる捜査若しくはとられる刑事手続

又は法人に対して他の締約国によりこの条約の範囲内でとられる刑事手続以外の手続に

関し、迅速かつ効果的な法律上の援助を当該他の締約国に与える。要請を受けた締約国は、

要請を行った締約国に対し、当該要請に応じるために必要な追加の情報又は文書について

遅滞なく通報し、また、要求がある場合には、当該要請についての検討の状況又は結果を

通報する。 

２ 締約国が双罰性を法律上の相互援助の条件とする場合には、この条件は、援助の要請に

係る犯罪がこの条約に定める犯罪であるときは、満たされているものとする。 

３ 締約国は、銀行による秘密の保持を理由としては、この条約の範囲内の刑事問題につい

て法律上の相互援助を行うことを拒否することができない。 
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第十条 犯罪人引渡し 

１ 外国公務員に対する贈賄は、締約国の国内法及び締約国間の犯罪人引渡条約における

引渡犯罪とみなされる。 

２ 犯罪人引渡条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、自国との間に犯罪人引

渡条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、この条約

を外国公務員に対する贈賄に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができ

る。 

３ 締約国は、外国公務員に対する贈賄に関し、自国の国民であっても引き渡すことができ

るか又は訴追することができるよう確保するために必要な措置をとる。外国公務員に対す

る贈賄に関するある者の犯罪人引渡しの請求を当該者が自国の国民であることのみを理

由として拒否した締約国は、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する。 

４ 外国公務員に対する贈賄に関する犯罪人引渡しは、締約国の国内法並びに適用される

条約及び取決めに定める条件に従う。締約国が双罰性を犯罪人引渡しの条件とする場合に

は、この条件は、犯罪人引渡しの請求に係る犯罪が第一条に定める犯罪であるときは、満

たされているものとする。 

 

第十一条 責任のある当局 

協議に関する第四条3、法律上の相互援助に関する第九条及び犯罪人引渡しに関する第十

条の規定の適用上、締約国は、当該締約国のためにこれらの事項について連絡経路となる当

局であって、要請若しくは請求を行い又はこれらを受ける責任を有するものを経済協力開

発機構事務総長に通報する。もっとも、その通報は、締約国間の他の取決めの適用を妨げる

ものではない。 

 

第十二条 監視及び事後措置 

締約国は、この条約の完全な実施を監視し及び促進するため、組織的な事後措置の計画を

実行することに協力する。当該計画は、締約国がコンセンサス方式により別段の決定を行わ

ない限り、経済協力開発機構の国際商取引における贈賄に関する作業部会（又はその役割を

継承するもの）の枠組みにおいて、その付託事項に基づき、実行する。締約国は、当該計画

の費用を、この作業部会（又はその役割を継承するもの）に適用される規則に従って負担す

る。 

 

第十三条 署名及び加入 

１ この条約は、その効力発生の時まで、経済協力開発機構の加盟国による署名及び同機構

の国際商取引における贈賄に関する作業部会の完全な参加国となるように招請された非

加盟国による署名のために開放しておく。 

２ この条約は、その効力発生の後、経済協力開発機構の加盟国である非署名国による加入

及び国際商取引における贈賄に関する作業部会（又はその役割を継承するもの）の完全な

参加国となった非署名国による加入のために開放しておく。これらの非署名国について
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は、この条約は、その加入書の寄託の日の後六十日目の日に効力を生ずる。 

 

第十四条 批准及び寄託者 

１ この条約は、署名国により、それぞれ自国の法令に従って受諾され、承認され又は批准

されなければならない。 

２ 受諾書、承認書、批准書又は加入書は、この条約の寄託者を務める経済協力開発機構事

務総長に寄託する。 

 

第十五条 効力発生 

１ この条約は、附属書に掲げる最大の輸出額を有する十の国のうちの五の国であって、そ

の輸出額の総計がこれらの十の国の輸出額の総計の少なくとも六十パーセントを占める

ものが受諾書、承認書又は批准書を寄託した日の後六十日目の日に効力を生ずる。この条

約は、その効力発生後に受諾書、承認書又は批准書を寄託する署名国については、これら

の文書の寄託の後六十日目の日に効力を生ずる。 

２ 千九百九十八年十二月三十一日後、この条約が1の規定に従って効力を生じない場合に

は、受諾書、承認書又は批准書を寄託したいかなる署名国も、この2の規定に従ってこの

条約が効力を生ずることを受け入れる用意がある旨を寄託者に対し書面によって宣言す

ることができる。この条約は、少なくとも二の署名国がそのよぅな宣言書を寄託した日の

後六十日目の日に当該署名国について効力を生ずる。この条約は、そのような効力発生の

後に宣言書を寄託する署名国については、寄託の日の後六十日目の日に効力を生ずる。 

 

第十六条 改正 

いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。改正案は、寄託者に提出す

るものとし、寄託者は、改正案をその審議のための締約国の会議の開催の少なくとも六十日

前までに他の締約国に送付する。締約国のコンセンサス方式により又は締約国がコンセン

サス方式によって決定した他の方法により採択された改正案は、すべての締約国の批准書、

受諾書又は承認書の寄託の後六十日で、又は当該改正案の採択の際に締約国が特定した他

の状況において、効力を生ずる。 

 

第十七条 脱退 

締約国は、寄託者に対して書面による通告を行うことにより、この条約から脱退すること

ができる。脱退は、その通告の受領の日の後一年で効力を生ずる。脱退の後、脱退の効力発

生の日前に行われたすべての援助の要請又は犯罪人引渡しの請求については、締約国と脱

退した締約国との間において協力を継続する。 

千九百九十七年十二月十七日にパリで、ひとしく正文である英語及びフランス語により本

書を作成した。 
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